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は じ め に 

 

本県の保健医療福祉環境行政の推進につきまして、日頃から格別のご理解、ご協力

をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 

本県では、「誰もが安心して、たくさんの笑顔で暮らせる福岡県」を目指し、「誰も

が住み慣れたところで働く、長く元気に暮らす、子どもを安心して産み育てることが

できる」等の施策の充実に努めています。 

 

当所においても、健康に関する危機管理、健康増進、感染症、食品衛生などの公衆

衛生行政を担う中核機関として、生活保護・DV 相談など福祉行政に係る地域住民の

セーフティネットとして、あるいは、環境保全・廃棄物の適正処理など持続可能な社

会を実現するための環境行政機関として、様々な機関と連携し、多岐にわたる施策に

広域的かつ専門的に取り組んでいるところです。 

 

特に、近年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための、積極的疫学調

査、療養支援やクラスター対策、昨年度、県内家畜への感染が過去最多となった、高

病原性鳥インフルエンザの感染拡大防止のための、防疫作業従事者の健康管理や野鳥

の重点監視など、危機への対処の取り組みが重要となっております。 

 

新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置づけは、去る５月８日に「５類感染症」

に変更され、季節性インフルエンザと同様となりましたが、当所においては、次の感

染症危機に備え、平時から組織体制、連携体制、人材育成等の推進体制の強化を図る

こととしております。 

 

関係各位におかれては、引き続き、感染症や災害に負けない強靭な社会をつくるた

めの感染症対策の推進、災害復旧・復興、防災・減災等に向けた当所の取り組みに御

協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

最後に、この冊子は、令和４年度に当所が取り組みました業務の概要をまとめたも

のです。関係各位の業務の参考となり、広く地域住民の皆様方の保健福祉環境行政へ

のご理解を深めていただく一助となれば幸いです。 

 

                                     

令和５年６月   

福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所長 小木 康行  
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１ 管内の概況 

当事務所は、平成２１年１０月１日に宗像保健福祉環境事務所、遠賀保健福祉環境事務所及
び粕屋保健福祉環境事務所の環境部門が統合し、旧宗像保健福祉環境事務所を本庁舎、旧遠賀
保健福祉環境事務所を分庁舎とする「福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所」として新たなス
タートを切った。 
管内は、中間市、宗像市、福津市及び遠賀郡（芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町）の３市４

町から構成される。なお環境部門については、これに古賀市及び糟屋郡（宇美町、篠栗町、志
免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町）１市７町を加えて、４市１１町を管内としている。 
宗像及び遠賀中間地区は、福岡県の北部で、北九州市と福岡市の両政令指定都市の近隣に位置

し、東は北九州市八幡西区、南は鞍手町、宮若市、西は古賀市と接し、北は玄界灘、響灘に面して
いる。特に福津市、宗像市及び岡垣町の海岸一帯は玄海国定公園に指定され、風光明媚な自然景観
を形成している。遠賀郡及び中間市には一級河川の遠賀川が流れている。 

気候は、冬季は北西の季節風が吹きつける日本海型気候の特徴が見られるが、年間を通してみる
と温暖である。 

交通は、管内を東西に横断する JR 鹿児島本線や国道 3 号線、及び JR 筑豊本線、筑豊電気鉄道や
国道 495 号により二大都市への交通アクセスが充実している。 

 

※上記数字は、環境部門の１市７町を除く。 

※面積は、「国土地理院調査」令和５年全国都道府県市区村別面積調(１月１日時点)。 

※人口は、「福岡県人口移動調査」結果による(令和４年１０月 1日現在)。 

 

２ 沿革 
【本庁舎】 【分庁舎】 

昭和19年 

東郷保健所開設 

昭和25年 

・東郷保健所を宗像保健所に改称 

・宗像保健所庁舎新築移転 

(宗像市大字東郷字沼の元) 

 

 

 

昭和30年 

地方事務所廃止に伴い、北筑前福祉事務所となる 

（福岡市大字箱崎上川面） 

 

 

 

昭和44年 

北筑前福祉事務所、庁舎新築移転（福岡市貝塚） 

 

 

 

昭和63年 

・粕屋総合庁舎が完成（福岡市東区箱崎） 

 北筑前福祉事務所、同庁舎へ移転 

・宗像総合庁舎完成（宗像市大字東郷） 

 宗像保健所、宗像総合庁舎に移転 

 

平成14年 

宗像保健所と北筑前福祉事務所の一部(生活保護業

務：福間町、津屋崎町)が統合、宗像保健福祉環境事

務所となる 

昭和19年 

折尾保健所開設 

昭和25年 

現生活保護法公布施行 

昭和26年 

・生活保護業務の町村から県への移管に伴い遠賀地方事

務所に民生課設置 

・折尾保健所を遠賀保健所に改称 

 遠賀保健所 新築移転（八幡市折尾町） 

昭和30年 

地方事務所廃止に伴い、遠賀福祉事務所となる（八幡

市） 

昭和37年 

遠賀保健所庁舎焼失 

昭和39年 

遠賀保健所、庁舎新築移転（遠賀郡水巻町頃末） 

 

昭和56年 

八幡総合庁舎完成、遠賀福祉事務所、同庁舎へ移転 

（北九州市八幡西区則松） 

昭和57年 

遠賀保健所、庁舎新築移転（遠賀郡水巻町吉田西） 

 

 

 

 

平成14年 

遠賀保健所と遠賀福祉事務所が統合、遠賀保健福祉環境

事務所となる 

平成21年10月１日 

宗像保健福祉環境事務所と遠賀保健福祉環境事務所が統合し、宗像・遠賀保健福祉環境事務所となる。同時に環境

部門では、古賀市・糟屋郡を含む管轄となる。 

本庁舎：総務、保健、医療、環境         分庁舎：社会福祉、生活保護 

 
面積（k㎡） 人口（人） 

人口の年齢別構成（％） 
0～14歳 15歳～64歳 65歳以上 

福 岡 県 4,987.64 5,117,967 12.7 59.8 27.5 
宗像・遠賀 282.04 295,624 13.6 54.7 31.7 
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３ 組織の概要 

(1) 組織構成及び分掌事務 

 

 

 

 

 

庶務会計・生活保護医療、介護事務

（分庁舎）

医務、薬務、統計、福祉法外事務、総合相談窓口

健康増進、栄養、歯科保健、難病、原爆、母子保健

精神保健

食品衛生

生活衛生、狂犬病予防、動物愛護

感染症対策

児童福祉、母子・父子・寡婦福祉、婦人相談

高齢者福祉、障がい福祉

生活保護：水巻町、遠賀町

生活保護：水巻町

生活保護：芦屋町、遠賀町

生活保護：岡垣町

大気、水質、廃棄物対策

大気、水質、廃棄物対策

保護第一課

保護第二係

高齢・障がい
福祉係

保護第一係

地域環境課 地球温暖化対策、浄化槽、自然公園、鳥獣保護、温泉

保護第二係

(分庁舎)

(分庁舎)

総　務　係

企画指導係

健康増進係

社会福祉課

総務企画課

(分庁舎)

生活衛生係

(本庁舎)

(本庁舎)

児童家庭係

精神保健係

食品衛生係

保健衛生課

健康増進課

感染症係

副所長
(本庁舎）

保健監
（保健所長）

(本庁舎)

所　長

環境指導課

環境指導第二係

保護第一係

保護第二課

環境長
環境指導第一係

(本庁舎)

(本庁舎)

副所長
（分庁舎）
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(2) 職員数                         （令和５年６月１日現在） 

  

  ＊ 職員数は、定数ではなく配置職員数である。  

(現に勤務していない育児休業中の職員等を含み、会計年度任用職員、臨時職員及び非常勤嘱託職員を除く。) 

区分 
職
員
数 

所
長 

保
健
監 

副
所
長 

環
境
長 

総
務
企
画
課 

健
康
増
進
課 

保
健
衛
生
課 

社
会
福
祉
課 

保
護
第
一
課 

保
護
第
二
課 

地
域
環
境
課 

環
境
指
導
課 

一般事務 72 1   2   12 5 3 11 18 17 2  1 

医師 2   1     1               

獣医師 8       1     4         3 

化学 6                     2 4 

薬剤師 10         3   5        2 

診療放射線

技師 
1            1           

臨床検査技

師 
0                        

管理栄養士 2           2             

保健師 19         1 11 7           

助産師 1           1             

庁 務 2         2               

運転士 1         1               

動物愛護管理

技術員 
2             2           

計 126 1 1 2 1 20 19 22 11 18 17 4 10 
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４ 附属機関 

  地域保健法第１１条の規定に基づき、福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所に、附属機関 

として福岡県宗像・遠賀保健所運営協議会を置いている。 

 

福岡県宗像・遠賀保健所運営協議会及び部会組織図 

 

  （総務企画課） 

      地域保健及び保健所の運営に関する事項を審議する。 

 

                   （総務企画課) 

    効果的な医療提供の推進を図ることを目的に、保健医療圏の医療計画等所管 

区域内の医療に関する協議を行う。 

 

      （総務企画課） 

救急医療機関の適正配置及び休日急患診療の確保等効果的な救急医療体制 

の整備推進を図ることを目的に、所管区域内の救急医療に関する協議を行う。 

 

（健康増進課） 

地域住民に対してより効果的な保健事業の推進を図ることを目的に、所管 

区域内の保健事業に関する協議を行う。 

 

 （健康増進課） 

地域住民に対して効果的な精神保健福祉事業の推進を図ることを目的に、所管 

区域内の精神保健及び精神障がい者の福祉に関する協議を行う。 

 

 

令和４年度保健所運営協議会及び各部会開催状況 

名  称 開催日・場所 議  題 

宗像・遠賀保健所 
運営協議会 

書面開催 
○ 令和４年度事業計画 
○ 令和４年度保健所運営協議会部会報告 
○ 当所の新型コロナウイルス感染症対応 

 
救急医療部会 

 

令和４年12月5日 

 

福岡県宗像・遠賀

保健福祉環境事務

所（大会議室） 

○ 福岡県及び当所管内の救急医療体制の概要 
○ 救急医療週間及び救急蘇生法の啓発事業 
○ 宗像地区急患センター利用状況等 
○ 遠賀中間休日急病センター診療状況等 
○ 「宗像地区」、「遠賀中間地区」の歯科救急医療 
○ 「中間市」、「宗像地区」、「遠賀郡」の消防本部救急
統計 

保健事業部会 書面開催 
○ 令和３年度事業報告 
○ 令和４年度主要事業 

精神保健福祉部会 書面開催 
○ 令和３年度事業報告 
○ 令和４年度事業計画（案） 

 
保健医療計画部会 

 

令和４年度 
開催なし  

 
－ 

 

福岡県宗像・遠賀保健所運営協議会 

精神保健福祉部会 

保健事業部会 

救急医療部会 

保健医療計画部会 
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５ 定期業務・一般健康相談等 
 (令和５年４月１日現在) 

 
 ＊年末年始及び土・日・祝祭日は閉庁 

 

各課電話及びその他問合せ電話番号一覧 

【 本  庁  舎 】 【 分  庁  舎 】 

総務企画課 0940-36-2045 
社会福祉課 093-201-4162 

健康増進課 健康増進係 

難病ホットライン 

女性健康相談 

健康増進課 精神保健係 

0940-36-2366 

0940-36-7000 

0940-37-4070 

0940-36-2473 

医療扶助・相談デスク 093-201-4161 

保護第一課 

（水巻町、遠賀町） 
093-201-4186 

保健衛生課 食品衛生係 

保健衛生課 生活衛生係 

保健衛生課 感染症係  

0940-36-3318 

0940-47-0344 

0940-36-6098 

保護第二課 

（芦屋町・岡垣町・遠賀町） 
093-201-4187 

地域環境課 0940-36-2475  

 環境指導課 0940-36-6322 

 

日　時 備考 日　時 備考

月～金曜日
8:30～17:00

予約制 予約時に日程調整 予約制

第2木曜日
第３水曜日

13:０0～1６:00
予約制

月～金曜日
8:30～17:00

随時
月～金曜日

10:00～16:00
予約制

年３回
9:０0～12:00

予約制
年４回

13:00～16:00
予約制

医療費の助成に
関すること

月～金曜日
8:30～17:00

随時
月～金曜日

10:00～16:00
予約制

検査に関するこ
と

火曜日
9:00～11:00

予約制
月曜日

14:00～15:00
予約制

保健衛生課
 感染症係

0940-36-6098
第1・2水曜日、第3

火曜日、第４木曜日

13:30～16:00
予約制 予約時に日程調整 予約制

 健康増進課
 精神保健係

0940-36-2473

月・木曜日
8:30～17:00

要事前
相談

月曜日
14:00～15:30

要事前
相談

 保健衛生課
 生活衛生係

0940-47-0344

火曜日
9:00～11:00

予約制
月曜日

14:00～15:30
予約制

保健衛生課
 感染症係

0940-36-6098

月～金曜日
8:30～17:00

随時
保護課

093-201-4186
093-201-4187

月～金曜日
8:30～17:00

予約制
月～金曜日

8:30～17:00
随時

社会福祉課
児童家庭係

093-201-4162

月～金曜日
8:30～17:00

随時
月～金曜日

8:30～17:00
随時

社会福祉課
093-201-4162

総務企画課
0940-36-2045

特定感染症相談・検査
（エイズ・梅毒・性器クラミジア
　感染症・淋菌感染症）

生活保護の相談
（遠賀分庁舎のみ）

母子・父子寡婦福祉、婦人相談､
児童福祉

ふくおか・まごころ駐車場

相談専用電話（随時）
0940-36-7000

月～金曜日　９:０0～12:00／13:00～16:00

乳幼児発達診査

B型・C型肝炎

こころの健康相談
（精神保健福祉相談）

飼犬・飼猫の引き取り（有料）
※所有者の都合による引き取りは
　行っていません

項　目
本庁舎 分庁舎

問合せ先

栄養相談

 健康増進課
 健康増進係

0940-36-2366

女性の健康相談（不妊･更年期等）

相談専用電話（随時）
0940-37-4070

月～金曜日　9:00～17:00

難病相談（指定難病等の申請手続き
　や、難病患者・家族の療養相談）



 

 

 

 

Ⅱ 総務企画 
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１ 総務業務 
(1) 庶務及び財務会計事務 

人事、服務、文書管理等所の運営に必要な事務及び財務会計に関する事務を行っている。 

 

(2) 生活保護法における医療扶助、介護扶助及び経理事務 

生活保護法に基づく医療券及び介護券等の発行事務、その他保護金品の給付並びに保護施設

に関する事務を行っている。 

 

２ 医務業務 
医療法等の規定に基づき、地域における適正な医療提供体制を確保し、医療の質の向上を図る

ことを目的に、医療機関から提出される種々の許可申請、届出等の事務処理を行うとともに、立

入検査等において医療機関の人員、構造設備等の状況を把握し必要な指導を行っている。 

   

(1) 医療機関及び病床数 

令和５年３月３１日現在、病院は２５施設で、うち４施設が精神科を設置している。一般診

療所は２２３施設で、うち有床診療所は２６施設である。また、歯科診療所は１５０施設とな

っている。 

令和４年度の開設は、一般診療所が１施設、歯科診療所が５施設、助産院が２施設、休止は

、一般診療所が１施設、廃止は一般診療所が１１施設、歯科診療所が６施設であった。 

（令和５年３月３１日現在） 

 

市町名 

医療機関数（施設） 病床数（床） 

 

病 院 

一般 

診療所 

歯科 

診療所 

 

助産所 
計 一般 

病床 

療養 

病床 

精神科 

病床 
   計 

中 間 市 1 34 26 0 61 178 49 0 227 

宗 像 市 9 68 49 7 133 515 388 468 1,371 

福 津 市 5 50 35 2 92 454 160 500 1,114 

芦 屋 町 1 10 4 1 16 117 32 0 149 

水 巻 町 3 23 17 2 45 353 140 0 493 

岡 垣 町 2 25 11 1 39 118 0 360 478 

遠 賀 町 4 13 8 0 25 238 94 0 332 

合 計 25 223 150 13 411 1,973 863 1,328 4,164 

 

(2) 医療機関立入検査 

医療法第２５条の規定に基づき、病院、診療所及び助産所の立入検査を実施している。 

病院については、毎年度、全ての施設（２５施設）に対し立入検査を実施している。令和４年

度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止を図るため、全施設について書面検査を行うととも

に、１０施設については院内感染対策についてのみ実地検査を行った。 

診療所については、有床診療所は３年に１回、無床診療所及び歯科診療所は５年に１回で立

入検査を実施している。令和４年度は１０１施設を対象とし、９施設は実地検査、９２施設は

書面による検査とした。 

助産所については、出張のみの業務を行う助産所を除く施設を対象に３年に１回の頻度で立

入検査を実施している。令和４年度は実施していない。 

  

(3) 医療従事者の免許事務 

医師・看護師等医療従事者の免許申請事務を行っている。 

申請内容及び件数については、次のとおりである。 
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                           （令和４年度） 

職種 新規 書換 再交付 抹消 計 

医師 15 3          2 20 

歯科医師 1 1           2 

薬剤師 12 5    17 

作業療法士 14 7 1   22 

理学療法士 30 9 1   40 

診療放射線技師 6 1    7 

臨床検査技師 3 5    8 

視能訓練士        1    1 

看護師 119 81 9   209 

保健師 4 10    14 

助産師 2 4     6 

管理栄養士 27 22    49 

栄養士 13 22 3   38 

准看護師 57 9 10  76 

合 計 303 180 24 2 509 

 

(4) 救急医療 

ア 救急医療体制 

事故や急病による傷病者に対する救急医療を確保するため、９か所の病院を二次救急医療 

機関として知事が認定し、その認定は３年ごとの更新制とされている。 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

【参考】初期救急医療；宗像地区急患センター、遠賀中間休日急病センター 

 

イ 救急の日及び救急医療週間 

救急医療及び救急業務に対する正しい認識を深めるとともに救急医療関係者の意識の高揚

を図るため、国が定めた「救急の日（９月９日）」及び「救急医療週間（９月４日から９月

１０日まで）」に合わせ、例年関係団体と協力して街頭キャンペーンを実施している。 

なお、令和４年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため街頭での啓発は中止

とし、実施方法を変更し規模を縮小して行った。 

 

実施日 場 所 内 容 配架物 

令和４年 

９月４日～ 

９月１０日 

各市及び各町 

保健福祉環境事務所 

（本・分庁舎） 

 

・救急車の適正利用等の

啓発資料及び物品を配架 

・宗像総合庁舎で懸垂幕

の掲揚 

・「救急の日」ポス

ター及びチラシ 

・応急手当ガイド 

・心肺蘇生法カード 

 
宗像地域 遠賀中間（北九州）地域 

二次 

救急医療 

宗像医師会病院（宗像市） 新中間病院（中間市） 芦屋中央病院（芦屋町） 

蜂須賀病院（宗像市） 
福岡新水巻病院 

（水巻町） 
水北第一病院（水巻町） 

水光会総合病院（福津市） 
医療法人健愛会 

健愛記念病院（遠賀町） 

遠賀中間医師会 

おんが病院（遠賀町） 
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ウ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）講習会 

 平成１６年７月１日から、医療従事者以外の者についても必要な講習を受けていること等

を条件に、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用が認められた。そのため、広くＡＥＤ使用

の普及を図るため、基本的心肺蘇生処置を含めた講習会を行っている。 

なお、令和４年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止とした。 

 

 (5) 医療安全対策研修会 

医療機関等の職員を対象に、医療安全対策の推進を図ることを目的に研修会を行った。 

 

実施日 場 所 内 容 参加者数 

令和５年 

2月 28日 

（火） 

・ 

3月 1日 

（水） 

・宗像ﾕﾘｯｸｽ・WEB配

信 

   ・ 

・WEB配信 

講演「医療機関等における情報 

   セキュリティ対策」 

講師 福岡県警察本部生活安全部 

サイバー犯罪対策課 

情報分析・対策係長 

           重松 正是 氏 

病院   15名 

一般  68名 

歯科  49名 

薬局   83名 

助産所  4名 

計   219名 

 

３  薬務業務 
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、毒物及び劇物取締法、

麻薬及び向精神薬取締法等に基づき、種々の許可申請、届出等の事務処理を行うとともに、立入

検査等において構造設備等の状況を把握し必要な指導を行っている。 

また、薬物乱用撲滅のため種々の薬物乱用防止対策を行っている。 

 

(1) 薬局等の施設数及び麻薬等取扱者数 

ア 薬局等の施設数                 (令和５年３月３１日現在） 

 

中
間
市 

宗
像
市 

福
津
市 

芦
屋
町 

水
巻
町 

岡
垣
町 

遠
賀
町 

合
計 

薬  局 23 39 27 4 13 12 13 131 

薬局製剤製造販売業・薬局製剤製造業 1 2 0 0 0 0 1 4 

医薬品 

販売業 

店 舗 販 売 業 9 15 13 1 6 8 4 56 

配 置 販 売 業 0 0 0 0 0 0 0 0 

卸売販売業 0 3 2 0 0 0 1 6 

特 例 販 売 業 0 0 0 0 0 0 0 0 

高度管理医療機器等販売・貸与業 12 37 33 3 10 7 9 111 

毒物劇物 

販売業 

一 般  7 4 6 2 3 3 5 30 

農業用品目 0 2 2 0 0 2 1 7 

特 定 品 目 0 0 0 0 0 0 0 0 

合 計 52 102 83 10 32 32 34 345 

 
イ 麻薬等取扱者数   (令和５年３月３１日現在） 

麻薬管理者     ４７ 

麻薬施用者   ４０１ 

麻薬小売業者   １１４ 
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麻薬卸売業者       １ 

覚せい剤原料取扱者       ２ 

合 計   ５６５ 

 

(2) 薬物乱用防止対策 
ア 大麻・けし撲滅運動 
 ５月１日から６月３０日までの「福岡県不正大麻・けし撲滅運動」期間中、けしの抜去   

作業を実施した。 

令和４年度は、２０か所３３９０本を抜去した。 

 
イ 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動 

麻薬・覚せい剤・シンナー等の薬物乱用撲滅のため、国連主導の「ダメ。ゼッタイ。」普

及運動の一環として、関係団体と協力して街頭キャンペーンを行っているが、令和４年度に

ついては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、実施を中止した。 
 

ウ 薬物乱用防止講習会 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、実施を中止した。 

 

４  厚生統計業務 
統計法に基づく人口動態調査、厚生行政基礎調査等を実施している。 

 

調査名 時期 内容 
H30

年度 
R1 

年度 
R2 

年度 
R3 

年度 

R4 

年度 

人口動態調査 毎月 
出生・死亡・死産・婚姻・離婚につい

ての調査 
○ ○ ○ ○ ○ 

医療施設動態調査 毎月 
医療施設の開設・廃止・変更等の届出

受理処分に基づいての調査 
○ ○ ○ ○ ○ 

病院報告 毎月 
全病院、療養病床を有する診療所の患

者の利用状況の調査 
○ ○ ○ ○ ○ 

衛生行政報告例 毎年 
公衆衛生・環境衛生・医務及び薬務等

衛生行政の業務実績の調査 
○ ○ ○ ○ ○ 

福祉行政報告例 毎年 
社会福祉関係諸法規の施行に伴う行政

の実態を把握するための調査 
○ ○ ○ ○ ○ 

地域保健・健康増進事

業報告 
毎年 

保健所及び市町村における保健施策の

展開及び事業活動の内容を調査 
○ ○ ○ ○ ○ 

国民生活基礎調査 毎年 
世帯の保健・医療・福祉・年金・所得

等国民生活の基礎的調査 
〇 ◎ 

＊ 

中止 
○ ○ 

医師・歯科医師・薬剤

師統計 
２年毎 

医師等の年齢・業務の種別・従事場所

等による分布を明らかにする調査 
○ － ○ － ○ 

保健師、助産師、看護

師、准看護師業務従事

者届 
２年毎 

保健師等の業務に従事する年齢階級場

所別の就業数を把握する調査 
○ － ○ － ○ 
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調査名 時期 内容 
H30

年度 
R1 

年度 
R2 

年度 

R3 

年度 

R4 

年度 

歯科衛生士、歯科技工

士業務従事者届 
２年毎 

歯科衛生士、歯科技工士の就業の実態

を把握する調査 
〇 −  ○ － ○ 

医療施設静態調査 ３年毎 
全ての病院・診療所の名称、所在地、

診療科目、患者数等の調査 
−  － ○ － － 

患者調査 ３年毎 
医療施設を利用する患者について、傷

病状況の実態を明らかにする調査 
−  － ○ － － 

受療行動調査 ３年毎 
医療施設を利用する患者の受療状況や

受けた医療に対する満足度を調査 −  － ○ － － 

社会保障・人口問題 

基本調査 
毎年 

社会保障や人口問題に関する事項につ

いて、出生動向、人口移動、世帯動態

、家庭動向、社会保障等の調査をほぼ

５年のローテーションで実施 

○ ○ 
＊ 

中止 
○ ○ 

保健師活動領域調査 毎年 

地方自治体に所属する保健師の活動領

域と共に、地域保健福祉活動に従事す

る保健師の業務内容や業務量の現状を

把握する調査 

◎ 〇 〇 〇 ◎ 

◎：大規模調査  －：隔年調査等で実施なし  ＊：新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止 
 

５  市町村等地域保健活動支援業務 
(1) 出前講座    

地域の住民が参加する集会等に、福岡県の取組などを説明するため、講師として無償で職 

員を派遣している。 

令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止した。    

 

６ 保健・医療・福祉関係従事者養成にかかる実習生等の受入れ業務 
医師、保健師、看護師、社会福祉主事等の保健医療福祉を担う人材を育成確保するため、各養

成機関の実習施設として実習生等を受け入れている。 

令和４年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、医師養成課程、訪問看護師及び臨床研

修医研修等一部の受け入れを中止したが、合わせて、１１施設、実人数１１０名（延人数２４５

名）を受け入れた。 

養成課程 施 設 名 人数(延数) 

 福岡県立大学 ３（１８） 

保健師 福岡女学院看護大学   ６（２４） 

  日本赤十字九州国際看護大学 ５（３０） 

  産業医科大学 ２（１０） 

 西南女学院大学 ５（２５） 

管理栄養士 福岡女子大学 ２（１０） 

 中村学園大学 ５（２５） 

看護師 宗像看護専門学校 ７３（７３） 
ＪＩＣＡ 

課題別研修 
（日本赤十字九州国際看護大学受託） 

「地域保健向上のための保健人材強化」コース 
講義資料の 

提供のみ 
社会福祉主事 麻生医療福祉専門学校福岡校   ６（１８） 

社会医学系 

専攻医研修 

産業医科大学産業生態科学研究所   ３（１２） 
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７  健康危機管理 
(1) 体制整備  

大規模の自然災害や、医薬品、食品、感染症等を原因とした県民の生命、健康の安全を脅かす

事態が発生した際に、迅速かつ適切に対応するため、健康被害の発生予防、拡大防止、治療等に

係る各種情報の収集、関係機関との連携・調整、所内の災害対応班編成、物品の備蓄、研修会の

開催、訓練等を行っている。 

〇マニュアル等 

「宗像・遠賀保健福祉環境事務所 災害時対応マニュアル」（平成２８年１２月改定） 

「福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所 健康危機管理マニュアル」（平成２８年１０月改定 

 ） 

〇災害時班編成 

班名 班数 人数 

宗像・遠賀保健福祉環境班（第２配備～第４配備）   

口蹄疫発生時の防疫作業従事者に対応する健康調査班 ２班 各５名 

鳥インフルエンザ発生時の防疫作業従事者に対応する健康調査班 ２班 各８名 

緊急時放射線モニタリングに係る要員 ６班 各２名 
 

〇放射線測定用物品の備蓄 

名称 個数 

ＧＭサーベイメータ ２０ 

ＮａＩシンチレーションサーベイメータ ３ 

ポケット線量計 １４２ 
 

〇訓練参加・実施 

訓練名称 日時 回数・頻度 

福岡県広域災害・救急医療情報システム（ふくおか医

療情報ネット）に係る災害時病院情報入力訓練 

月１回（新型コロナウイルス感染拡

大のため 4,5,6,10,12,2,3 月のみ実施） 

令和４年度緊急時モニタリング訓練（放射線量率） 
令和４年 

１０月２９日（土） 
１ 

 

〇研修会開催 

名  称 実施日 内  容 参加人数 

高病原性鳥インフルエンザ健

康調査班所内研修会 

令和４年 

１１月４日（金） 

発生時の初動体制 

健康調査班の業務 
２５名 

 

８ 総合相談窓口業務 
総合相談窓口を設置し、県政に関する相談、苦情及び要望（保健、医療、福祉及び環境に係る

ものを除く。）並びに県民生活に関する相談の受付、専門機関の紹介等を行っている。 

 

９ 医療従事者人権研修業務 

同和問題をはじめとする人権問題の解決を図るため、管内の医療機関の職員を対象に人権問 

題研修を実施している。 

令和４年度実施状況 

実施日 場 所 内 容 参加人数 

令和５年 

2月 28日 

（火） 

・ 

3月 1日 

（水） 

・宗像ﾕﾘｯｸｽ・WEB

配信 

   ・ 

・WEB配信 

・資料配布及び説明 

障害のある人への合理的配慮 

ガイドブック（医療の分野編） 

・動画配信 

障害のある人への合理的配慮動画 

（接遇・接客での合理的配慮） 

２１９名 
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１０ 民生委員・児童委員業務 
民生委員・児童委員活動の推進、筑豊ブロック民生委員・児童委員協議会に関する事務、各町

が行う活動費の支給事務補助等を行っている。 

 

管内町の民生委員・児童委員数           (令和５年３月３１日現在) 

町 名 民生・児童委員 主任児童委員 計 定数 欠員 

芦屋町 １８ １ １９ ３２ １３ 

水巻町 ６７ ３ ７０ ７９ ９ 

岡垣町 ６３ ３ ６６ ７７ １１ 

遠賀町 ４４ ３ ４７ ４７ ０ 

計 １９２ １０ ２０２ ２３５ ３３ 

 

(1) 協議会・研修会の開催状況 

ア 筑豊ブロック協議会定例会 

 

(2) 遠賀郡４町の活動費の支給事務 (年２回) 

 

 

１１ 戦傷病者､戦没者遺族等援護法等の施行業務 
全国戦没者追悼式等に関する事務を行っている。 

(1) 管内の戦傷病者相談員及び戦没者遺族相談員の推薦 

 

(2) 戦没者追悼式等の開催状況 

ア 全国戦没者追悼式 

イ 福岡県戦没者追悼式 

ウ 管内戦没者追悼式      芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町 

 

 

１２ 日本赤十字社業務 
日本赤十字社福岡県支部の宗像・遠賀地区として、福岡県支部からの依頼に基づく、大会参 

加、広報活動の支援などの事務処理等を行っている。 

 

 

１３ 移動保健所業務 
 公衆衛生サービスが行き届きにくい離島等で、保健所活動を浸透させ、地区住民の健康の保

持及び増進を図ることを目的に実施。 

 

 日 時  令和５年２月２５日（土） 

 場 所  宗像市大島（大島学園学校ホール） 

 内 容  健康チェック、体力測定、講話「認知症予防と周囲の接し方」、 

レクリエーションゲーム 

 参加住民 １３名 

                                        



 

 

 

 

Ⅲ 健康増進 
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１ 難病対策事業 
(1) 医療費助成制度 

「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく医療費助成対象疾病は、平成２７年１

月に５６疾病から１１０疾病へ、平成２７年７月には３０６疾病と追加され、その後３３０疾

患、３３１疾患、３３３疾患となり、令和３年１１月からは３３８疾患に医療費助成を行って

いる。  

 また、新規申請受理と共に患者家族等からの相談支援を行っている。 

新規受給者数 
令和３年度 令和４年度 

４０１名 ４０６名 

   ※特定医療費（指定難病）受給者証所持者数 ２，３６４名（令和５年３月末現在） 

                                                                  

(2) 難病患者地域支援対策推進事業 

ア 在宅療養支援計画・評価事業 

難病患者及び家族の生活の質向上を目指し、保健福祉施策の推進及び地域における保健医

療、福祉の充実及び関係者の連携を図ることを目的とした関係者会議を行っており、令和４年

度は３回実施した。 

また、人工呼吸器または鼻マスク装着している在宅難病患者の病状急変時の対応について、

管内３地区の消防機関と意見交換を行った。 

 

イ 訪問相談事業 

神経難病患者を中心に訪問し、療養や日常生活の不安の解消を図るなどの相談支援を行っ

ている。    

令和４年度  

訪問指導件数 

実件数 延べ件数 

４ 件 １０ 件 

 

ウ 医療相談事業 

難病患者等の療養上の不安の解消を図るため、専門職による相談事業を行っている。 

(ｱ) 難病講演会及び交流会 

※令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の為実施していない。 

(ｲ) 特定医療費受給者証手続きに伴う来所及び電話相談 

受給者証の申請（継続申請含む）手続きなどの機会に相談に応じている。 

(ｳ)医療相談会 

特定医療費受給者証継続申請集中受付期間に、福岡県難病相談支援センターの相談支

援員による相談会を実施している。 

令和４年度相談件数  １０件 

 

(3) 難病従事者研修会の開催 

難病業務に従事する人材の育成及び資質の向上を図ることを目的として研修を行っている。 

実施日 内 容 参加者 

令和４年 

１０月２１日 

 

場所：福岡県

宗像総合庁舎 

①講演「難病患者に対するコミュニケーションツール 

  の導入支援」 

講師：西九州大学リハビリテーション学部リハビリ 

テーション学科 作業療法士 植田 友貴氏 

②情報提供「神経難病患者が使える支援制度」 

 講師：福岡県難病医療連絡協議会 難病診療連携コ 

ーディネーター 原田 幸子氏 

介護支援専門員、

訪問看護師、地域

包括支援センター

職員、障害者相談

支援事業所職員等 

４６名 
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(4) 難病電話相談事業 

難病ホットライン（開庁日対応、電話番号：0940－36－7000）及び随時窓口にて、患者・家

族等からの相談に応じている。 

令和４年度相談件数  延べ１，５５４件 

 

(5) 在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業 

在宅人工呼吸器を使用している特定疾患患者に対する訪問看護で、診療報酬で定められた回

数を超える実施を訪問看護ステーション等に委託し、その費用を公費で負担する制度である。 

令和４年度は１名（ＡＬＳ患者）利用があった。 

 

(6) 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業 

先天性血液凝固因子欠乏症及び血液凝固因子製剤の投与に起因するＨＩＶ感染症の患者で

要件を満たす者へ承認申請及び更新等窓口対応を行っている。 

登録件数：１０件（令和５年３月末現在） 

 

(7) 小児慢性特定疾病医療費助成事業 

平成２７年１月から児童福祉法の一部が改正され、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支

援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針が定

められた。令和３年１１月から医療費助成対象疾病は１６疾患群７８８疾病に拡大され、市町

村民税課税額等に応じた自己負担限度額が設定されている。 

 

受給者証所持者                                          （令和５年３月末現在） 

疾 

患 

群 

内 

容 

悪
性
新
生
物 

慢
性
腎
疾
患 

慢
性
呼
吸
器
疾
患 

慢
性
心
疾
患 

内
分
泌
疾
患 

膠
原
病 

糖
尿
病 

先
天
性
代
謝
異
常 

血
液
疾
患 

免
疫
疾
患 

神
経
・
筋
疾
患 

慢
性
消
化
器
疾
患 

染
色
体
又
は
遺
伝
子 

変
化
に
伴
う
症
候
群 

皮
膚
疾
患 

骨
系
統
疾
患 

脈
管
系
疾
患 

計 

所持者数 

（延数） 42 18 1 33 57 10 15 6 11 0 29 29 1 0 4 2 258 

 

(8) 小児慢性特定疾病児ピアカウンセリング事業 

小児慢性特定疾病児・保護者等の不安や悩みなどの軽減を目的に、医療関係者等の助言や保

護者の交流会・相談事業を福岡ブロックで実施している。 

 

(9) 慢性疾病児童等療育相談支援事業 

児童福祉法第１９条第２項及び第１９条の２２の規定に基づき、慢性的な疾病により長期に

わたり療養を必要とする児童について、適切な療育を確保するために、疾病の状態及び療育の

状況を随時把握するとともに、その状況に応じた適切な療育指導を行い、慢性疾病児童等の健

全育成及び自立促進を目的に、療育相談指導、訪問指導、育児支援教室等を実施している。 

 

実施日 内    容 参加者数 

令和４年 

１２月２６日 

講演「Ⅰ型糖尿病のある人生 

    ～周りへの告知や低血糖時の対応について～」 

講師：株式会社アイグラン あい保育園  

   坂本 ルミ 氏（栄養士） 

交流会「Ⅰ型糖尿病をもつ子どもと親の集い」 

場所： 福岡県吉塚合同庁舎 ８０１会議室 

保護者４名 

患児３名 
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ア 療育相談指導 

小児慢性特定疾病医療受給児及びその保護者等の不安や悩みの解消、その他悩みに応じて

日常生活の指導や福祉情報の提供、精神的支援を行うことを目的に実施している。下記のとお

り相談日を設け、希望者に対して相談員による相談を実施した。 

なお、小児慢性特定疾病医療受給者証の新規申請時や電話でも適宜相談を実施している。 

実施日 従事者 相談者数 

令和４年 

１０月１４日 

１０月１９日 

小児慢性特定疾病児童等自立支援員（福岡県難病相談 

支援センター）、保健師 

保護者 
２名 

 

 
イ 育児支援教室 

(ｱ)  研修会の実施 

様々な乳幼児に関わっている保育士等の支援関係者が、集団生活において支援が必要

な児及び保護者に対する適切な関わり方を学ぶことにより、支援関係者の資質向上及び

各施設間における支援体制の整備へとつなげ、児の健全育成及び自立を促進することを

目的に研修会を実施している。 

 

実施日 内   容 参加者数 

 

 

令和４年 

７月１１日 

意見交換会 

「医療的ケア児の在宅支援等について（田川地区）」 

講師：福岡県医療的ケア児支援センター医療的ケア児

等コーディネーター兼トータルアドバイザー  

横田 信也 氏  

場所：福岡県医療的ケア児支援センター 会議室 

 

保健所職員  

５名 

大学職員 

１名 

 

 

令和５年 

1月２０日 

「気になるお子さんの保育と療育  

       ～観察のポイントと実際について～」 

講師：作業療法士/臨床心理士 中島 千鶴子 氏 

対象：管内保育所・幼稚園職員（届出保育施設、認定

こども園含む）、市町職員（母子保健担当者） 

場所：宗像・遠賀保健福祉環境事務所 ２階大会議室 

３５名 

 

(ｲ)  関係機関との連携（市町村への支援等） 

令和４年度より、宗像市 医療的ケア児者支援者連携協議会が開始され、第 1 回が令和 5 年

3月 15日に行われた。当所からも参加し、今後の協議に向けて課題の共有を行った。 

 

(10) 小児慢性特定疾病児童等レスパイト支援事業 

小児慢性特定疾病医療受給児の介護を行う家族の療養のため、１４日を限度として医療機関

において児を一時的に預かっている。 

当所管内登録者数：７名 

   利用要件 

①人工呼吸器等装着の認定を受けている、又は重症患者認定を受け、次のいずれかの状態に

ある児童。 

・呼吸障害等により人工呼吸器を使用している。 

・気管切開を行っている。 

・常時頻回の喀痰吸引を行っている 

②介護者の疾病や疲労、きょうだい児の看護や学校事業等により在宅療養の継続が一時的に

困難な状態にある児童等 
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２ 肝炎治療特別促進事業 
(1) 肝炎治療費の一部助成 

平成２０年４月から慢性肝炎対策の一環として、Ｂ型及びＣ型肝炎ウイルスに感染し、抗ウ

イルス治療を受けている方を対象に、治療費の一部助成を実施している。 

平成２０年度からインターフェロン治療、平成２２年度から核酸アナログ製剤治療、平成 

２６年度からインターフェロンフリー治療に対する医療費を一部助成している。 

また、Ｂ型及びＣ型の肝炎ウイルス陽性者や療養者に対する重症化予防を目的として、平成

２７年１１月から肝炎ウイルス陽性者等フォローアップ事業及びウイルス性肝炎患者等重症

化予防推進事業を実施している。 

平成３０年１２月から肝がん・重度肝硬変の入院医療費の助成制度を開始し、令和３年４月

からは通院治療が追加された。 

   令和４年度インターフェロン治療費助成件数  

治療費助成申請 

内      訳 

３剤 

以外 
３剤 

フリー 

治療 

フリー

再治療 

延長 

申請 

３８ ０ ０ ３８ ０ ０ 

 

令和４年度核酸アナログ治療費助成件数           

治療費助成申請 
内   訳 

新規 更新 

３０３ １７ ２８６ 

 

令和４年度フォローアップ事業及び重症化予防事業申請件数              

フォローアップ事業及び

重症化予防事業申請 

内    訳 

初回精密検査 定期検査 償還払 

５３ ２    ３５ １６ 

 

令和４年度肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業件数   

治療費助成申請 
内   訳 

新規 更新 

１ ０ １ 

 

令和４年度助成申請等に係る相談件数         

相談件数 
内   訳 

来所相談 電話相談 

５８８ ４５１ １３７ 

（注）来所相談数には変更・返納・再交付及び治療費の請求申請等も含む 

 

(2) 肝炎ウイルス総合対策事業  

地域医療機関と連携を図り、肝炎ウイルス陽性者の確実な受診勧奨と必要に応じ肝炎治療費

等助成申請へのフォロー体制を行っている。なお、令和４年度は、新型コロナウイルス感染症

感染拡大による業務ひっ迫のため、当所における肝炎ウイルス検査は実施しなかった。 

令和４年度肝炎ウイルス検査件数            

区分 検査件数 
内   訳 

宗像本庁舎 遠賀分庁舎 

Ｂ型 ０  ０ ０ 

Ｃ型 ０  ０ ０ 
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３ 栄養改善事業 
(1) 健康増進法に基づく業務 

ア 栄養指導 

地域住民の栄養状態の改善及び食生活等生活習慣改善の促進を図るため、個別・集団を対象

に栄養指導を実施し、運動・休養も含めた健康づくり指導を行った。 

 

令和４年度栄養・運動指導件数                         

区 分 

個別指導延人員 集団指導延人員 

栄 養 

指 導 

運 動 

指 導 

禁 煙 

指 導 
合計 

栄 養 

指 導 

運 動 

指 導 

禁 煙 

指 導 
合計 

件数 １２５ ０   ０ １２５ ２９２ ０ ０  ２９２ 

 

イ 特定給食施設指導 

給食内容の向上を図るとともに、給食を通じての栄養管理が適切に行われ、喫食者ひいては

住民の健康増進を図るため、特定給食施設及びその他の給食施設に対し、必要な支援及び指導

を行った。 

給食施設数                         （令和５年３月末現在） 

学校 病院 
介護老人

保健施設 

介護医

療院 

老人福

祉施設 

児童福

祉施設 

社会福

祉施設 

寄 宿

舎 
幼稚園 事業所 その他 合計 

４９ ２５ １１ ２ ３２ ５０ １１ ０ １３ １ １ １９５ 

 

令和４年度給食施設指導実施状況 

区     分 

特定給食施設 
その他の 

給食施設 

合計 

（延べ数） 1回100食以上又は 

１日250食以上 

１回300食以上又は 

１日750食以上 

栄養管理指導施設数 ７４ ３ ２４ １０１ 

    ・実態把握 特定給食施設栄養報告（２月、７月）、給食施設調査報告（２月）を受け、実

態を把握した。 

    ・個別指導 令和４年度は、宗像市、福津市内の保育所及び幼稚園を対象に巡回指導を行

った。書面指導は新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施しなかった。 

    ・集団指導 施設の種類に応じて研修会等を実施した。 

令和５年１月１１日（介護老人保健施設、老人福祉施設、社会福祉施設対象）１５名                     

令和５年２月１６日（児童福祉施設･幼稚園対象）             ６７名 

令和５年３月１６日（病院、介護老人保健施設等対象）           １７名 

                   

ウ 国民・健康栄養調査 

国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、国民の健康増進の総合的

な推進を図るための基礎資料を得るために実施した。（調査時期：令和４年１１月） 

調査地区 
調査対象 

世帯数 

栄養摂取 

状況調査 

身体状況 

調査 

歩数計 

調査 
血液検査 

生活習慣 

調査 

健康づくり 

に関する 

調査 

宗像市 ２４世帯 １５世帯 ４３名 ２８名 ９名 ３２名 ３２名 

遠賀町 ２７世帯 １１世帯 ２２名 ２５名 ０名 ３０名 ３０名 

 

エ 県民健康づくり調査 

福岡県健康増進計画（いきいき健康ふくおか２１の最終評価を行い、次期福岡県健康増進計

画策定の資料とするため、身体の状況、栄養摂取量、生活習慣、健康づくりに関する状況につ

いての調査を実施した。（宗像市：３地区、遠賀町：２地区） 
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(2) 栄養士関係業務 

管理栄養士養成施設の学生の保健所における公衆栄養学実習の指導を行った。 

令和４年９月５日（月）～９日（金）     中村学園大学５名、福岡女子大学２名 

令和４年８月２２日（月）、令和５年２月１４日（火）～１７日（金） 

西南女学院大学 ５名 

 

(3) 調理師関係業務 

ア 調理師免許申請数（令和４年４月１日～令和５年３月３１日） 

申請数 
内訳 

新規 書換・再交付 

９３ ７６ １７ 

 

イ 調理師研修会 

現に調理の業務に従事している調理師の資質向上を図り、住民の食生活向上に資すること

を目的に研修会を実施した。 

令和５年２月１６日実施      １０名参加 

 

(4) ふくおか食の健康サポート店の整備（福岡県食環境整備事業） 

近年、外食の機会が増大しており、生活習慣病予防のために必要な栄養量についての知識の

普及と、外食料理や弁当を通しての健康管理が重要となってきている。 

多くの飲食店や弁当店においてヘルシーな食事の提供が行われ、外食利用者が個々人の状況

に合った食事を選択できる環境をつくることにより、自主的な健康づくりを支援することを目

的として、次の事業を実施した。 

 

ア ふくおか食の健康サポート店の登録 

基準に該当するヘルシーメニューを提供する店を「ふくおか食の健康サポート店」として登

録し、福岡県のホームページに掲載した。 

 

食の健康サポート店（令和５年３月末現在）   １４店舗 

※ヘルシーメニュー（①～③いずれか 1つ以上に該当するメニュー） 

①野菜たっぷりメニュー（100g以上） 

②エネルギー控えめ（４５０～６５０kcal）の定食 

③食塩控えめ（2.5g未満）の定食等 

 

イ ヘルシーメニュー開発の相談窓口の開設 

飲食店等からヘルシーメニューを提供に関する相談を受け、アドバイスを行い、ヘルシーメ

ニュー提供数を増やすよう支援する。 

 

ウ ふくおか食の健康サポート店「ヘルシーメニュー ｄｅ 食育キャンペーン」への協力 

ふくおか食の健康サポート店とコラボヘルシーメニューを共同開発し、「ふくおかヘルシー

メニュー食べよう週間」において、店舗にて提供・販売を行うキャンペーンを行う。 

実施期間 

・６月１３日～２６日（食育月間：食育の日(１９日)前後２週間）  

・１１月１３日～２６日（食育･地産地消月間､食育の日(１９日)前後２週間） 

※令和４年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施しなかった。 

 

(5) 食生活改善推進事業 

食生活改善推進員をはじめとする健康づくりに関わるボランティア等へ、健康づくりの知識

を普及させるとともに、地域住民への健康増進のための日常的な実践活動への意欲の喚起を図

るための研修会を実施している。令和４年度は地域別に実施する等、感染防止対策を講じなが

ら開催した。 
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ア 食と健康教室                           （令和４年度） 

 開催日 内   容 講師 参加者数 

１ 

令和４年 

９月８日 

午前 

宗像総合庁舎 

講話「栄養成分表示と減塩の工夫」 

   

講話「ふくおか健康ポイントアプリの活用

法」 

 

講話・実技「健康チェックをしてみよう」 

 

 

公衆栄養学実習生 

 

保健福祉環境事務所 

保健師 

 

保健福祉環境事務所 

保健師 

保健師実習生 

２０名 

２ 

令和４年 

９月８日 

午後 

宗像総合庁舎 

２４名 

 

イ 食生活改善推進会の育成支援・会員数  

               （令和４年度）                          

宗像・遠賀地区 

食生活改善 

推進協議会 

中間市 宗像市 福津市 芦屋町 水巻町 岡垣町 遠賀町 計 

２６ １８５ ５２ ３５ ３９ ３８ ４０ ４１６名 

  

ウ 食生活改善普及運動の普及啓発（ロビー展示）の実施 

９月を食生活改善普及運動月間とし、生活習慣（食生活等）の問題に気付き、見直しを図る

ことを目的に、ロビー展示により様々な展示やパンフレット等の資料を配架し、来庁者への普

及啓発を行った。 

    

(6) 専門栄養指導事業 

「地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善の基本指針について

（平成２５年３月２９日健が発０３２９第４号：厚生労働省健康局がん対策・健康増進課長通

知）」に基づき専門的な栄養指導、食生活に関する正しい知識の普及啓発及び充実した食環境の

整備を通して、住民の健康増進や生活の質（ＱＯＬ）の向上のための食生活支援を行った。 

ア 総合栄養相談 

相談件数・・・ １２５人（個別）、２７９人（集団･研修） （令和４年度） 

相談内容・・・ 生活習慣病、難病、栄養表示制度、保健機能食品、給食施設運営 他 

 

イ 健康づくり及び栄養・食生活に関する調査研究 

管内の病院・介護老人保健施設、老人福祉施設、社会福祉施設等の特定給食施設を対象に、

施設間の連携が進むよう「摂食・嚥下困難者の食形態施設連携推進のための食形態一覧表」を

平成２９年に作成し、令和元年に見直しを行った。令和４年度は、前年度に提出してもらった

画像を嚥下調整食のコードごとに一覧表にし、データを各施設に送付した。 

 

ウ 地域の栄養ケア等の整備支援 

高齢化の一層の進展に伴い在宅療養者が増大することを踏まえ、地域における在宅での栄

養・食生活に関するニーズの実態把握を行い、地域高齢者の「食」をサポートする仕組みを検

討するとともに、支援を担う管理栄養士等の育成・資質向上を図るため、研修会を開催した。 

  

開催日 内   容 参加者数 

令和５年 

１月１１日 

（対面・オンラ

イン） 

講演「障がい児者への食事支援～家族と同じ食事を楽しみ

たいという願いをかなえるために～」 

    講師：社会福祉法人子羊学園 つばさ静岡 

 医務部長 淺野一恵 氏 

１５名 

  

(7)  食品表示法に基づく業務 

食品表示法第６条第１項、第３項、第５項及び第８項、第８条第１項、第１２条、第１５条



- 21 - 

 

第５項に基づき、食品表示（保健事項）が適切に行われるよう食品表示関連事業所等に対する

指導等を行うとともに、県民の健康増進に資するため、消費者に対する表示の適正な活用法等

の啓発を行う。 

ア 食品表示法に基づく相談、指導 

令和４年度相談指導件数 ４８件 

イ 食品関連事業者向けの説明会、食品表示に関する啓発 

※令和４年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施しなかった。 

 
(8) 特別用途表示及び誇大広告の禁止に関する相談・指導等 

健康増進法第７章に規定する特別用途表示食品の申請受付・収去等及び食品として販売に供

する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広等の適正化を図るため、製造・販

売者に対して指導を行う。 

令和４年度相談指導件数 ３６件 

 

４ 健康増進業務 
(1) 県民健康づくり推進事業 

ア 地域・職域連携会議の開催 

県民の自主的な健康づくりの取組と地域と職域が一体となって生活習慣の改善に取り組む

体制づくりを進め、生涯を通じた健康管理支援の実現に向けて、新ガイドラインに則した効率

的・効果的な保健事業のあり方について協議を行った。 

なお、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面会議に変更し、意見書を提出

する形で開催した。 

〔構成メンバー〕 

市町行政関係者（健康づくり担当課）、医師会、歯科医師会、商工会議所、商工会、全国健

康保険協会福岡支部、労働基準監督署、地域産業保健センター、労働基準協会、宗像・遠賀

保健福祉環境事務所 

回 開催日 内    容  委員数 

１ 

令和５年 

２月１４日 

（書面 

会議） 

 1 「地域・職域連携事業の背景」と「ガイドライン改訂に伴う会

議運営」について 

  ２ 令和３年度地域職域・連携会議（書面会議）の概要 

 （１）「構成機関同士が連携できる事業」について 

 （２）「宗像・遠賀地域の働く世代における目指す姿」について 

 ３ 事務局の提案 

  （１）「目指す姿」について 

（２）「地域・職域連携事業」について 

４ 令和４年度の構成機関の取組 

 ・イベントでの健康づくりに関する普及啓発 

 ・商工会・商工会議所と連携した健康づくりに関する情報発信 

 ・宗像市のふくおか健康ポイントアプリの活用について 

 ５ 働く世代の健康づくりに関する状況 

  ・ＮＤＢオープンデータからわかる生活習慣の状況 

  ・特定健診・特定保健指導の実施状況 

  ・がん検診の状況 

 ６ 参考資料 

・商工会・商工会議所の情報周知について 

・事業所健診の実施状況について 

・宗像・遠賀及び近隣保健所の卒煙サポート薬局一覧 

 

【書面会議意見のフィードバック】令和５年３月１０日 

・会議資料に対する意見のまとめ 

・今後の取組について 

２５名 
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イ 健康増進普及啓発月間（９月）、女性の健康週間（３月）の実施 

自らの健康づくりや生活習慣の問題に気付き、見直しを図ることを目的として、総合庁舎来

庁者を対象とした資料のロビー展示、パンフレット配布等を行っている。 

 

(2)  県民健康づくり支援事業 

ア 情報発信サイト等を活用した健康づくりに取り組むきっかけの提供 

イベント会場や大型商業施設等、広く一般県民が集まる場において、情報発信サイトや健康

測定機器を活用し、自主的な健康づくりに取り組むきっかけを提供している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 健康づくり実践アドバイザー派遣事業 

中小事業所の経営者が集まる団体の会合等に出向き、健康づくりの必要性について理解を

深めてもらうための周知・啓発、「健康づくり団体・事業所宣言」の登録推進、「健康づくり実

践アドバイザー」の派遣希望事業所の募集を行っている。今年度は講話形式での事業実施はな

かったが、管内商工会議所・商工会と連携して、働く世代の人々に対し健康づくりに関する情

報発信を実施した。 

 

(3) たばこ対策事業 

平成３０年７月に「健康増進法の一部を改正する法律」が成立し、望まない受動喫煙の防止

を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙が

禁止されることとなった。令和２年４月より全面施行され、多くの人が利用する全ての施設に

おいて原則屋内禁煙となった。 

                    

ア 喫煙防止セミナー    

未成年者の喫煙防止教育、特に若い女性を中心としたたばこの健康影響についての普及啓

発、健康でクリーンな職場づくりのための分煙・禁煙支援等を行っている。         

開催日 内 容 講師 対象者 参加者数 

令和４年 

７月２９日 

８月２２日 

９月 ６日 

講話「健康増進計画及び 

たばこ対策について」 

当所健康増進課 

保健師 

保健所実習生 

当所新規採用職

員 

４３名 

 
 

イ 世界禁煙デー及び禁煙週間における普及啓発（館内放送）の実施 

世界禁煙デーに合わせて、たばこの害や禁煙治療について、宗像総合庁舎のロビーにパネル

や資料を展示し、また、館内放送を行い、来庁者や職員への普及啓発を行っている。 

 

 

 

開催日 場所・イベント名 内  容 参加延人数 

令和４年 

９月８日 

宗像総合庁舎 

（食と健康教室） 

・血管年齢・体組成測定 

・測定結果の説明・助言 

・生活習慣改善のための情報提供 

・ふくおか健康ポイントアプリの

活用方法の紹介、登録サポート 

  等 

４４人 

令和４年 

１０月２９日 

メイトム宗像 

（宗福歯っぴいフェス

ティバル） 

７１人 

令和４年 

９月２１日 

オンライン配信 

（食進会養成講座） 

・ふくおか健康づくり県民運動の

普及啓発 
２７人 
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(4) 市町村健康づくり・栄養改善業務計画推進支援会議 

開催日 内   容 
参加 

者数 

令和４年 

６月６日 

（宗像総合庁舎） 

１ 実践力 Up事例検討会について 

２ 事例検討会における事例提供者について 

３ 食育月間の取組について 

４ その他 

食生活改善推進会との関わり方について 

食生活改善推進員養成講座について 他 

９名 

令和４年 

１１月１０日 

（宗像総合庁舎） 

１ 実践力 Up事例検討会 

２ 健康日本２１（第二次）推進のための栄養・食生活の施策の

企画・調整に関する研修（前期）報告 

６名 

令和５年 

１月２６日 

（宗像総合庁舎） 

１ 実習生による発表「カルシウム・鉄を増やす工夫」 

２ 講演「災害時の食と備え」 
６名 

 

 

(5) 健康増進事業及び特定健康診査等に関すること 

ア 特定健診・保健指導及び健康増進事業 

高齢者の医療確保法に基づく特定健診・保健指導及び健康増進法に基づく健康増進事業に

関する業務について、補助（負担）金に関する審査業務、各種情報提供、市町村支援等を実施

している。 

 

イ 生活習慣病対策事業 

地域における糖尿病性腎症等の重症化予防の取組を推進するため、市町村への支援や会議

等を開催している。 

 

(ｱ) 連携会議 

    ○宗像地区連携会議（宗像市、福津市） 

開催日 内 容 出席者 出席者数 

令和５年 

２月１６日 

１ 福岡県の動向、宗像地区の状況 

２ 宗像地区糖尿病性腎症重症化予 

防プログラムの概要 

３ 評価及び今後の課題について 

 （令和２年度の実績、平成３０年度 

対象者の３年度評価） 

４ 意見交換 

宗像医師会 

宗像歯科医師会 

宗像薬剤師会 

宗像市、福津市、 

保健所担当者 

 

 

 

１９名 

     

○遠賀中間地区連携会議（中間市、遠賀郡４町） 

開催日 内 容 出席者 出席者数 

令和４年 

１１月２４日 

１ 福岡県の取り組みについて 

２ 遠賀・中間地域の現状について 

３ 遠賀・中間地域糖尿病性腎症重症 

化予防事業について 

４ 意見交換 

遠賀中間医師会 

遠賀中間歯科医師会 

遠賀・中間薬剤師会 

中間市、遠賀郡４町、

保健所担当者 

２２名 
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(ｲ) 研修会 

開催日 内 容 対象及び参加者数 

R５年 

３月１６日 

① 講義「慢性腎臓病・糖尿病性腎症について」 

  講師：宗像医師会病院 腎内科 

     腎センター長（医師） 松尾 大氏 

② 事例を用いた質疑応答 

市町や医療機関、施設に

所属する保健師、管理栄

養士、栄養士等  

38名 

 

   

 ウ  がん対策推進事業 

(ｱ)  市町村が実施するがん検診に対する支援 

がん検診推進事業の補助金に関する審査業務、各種調査集計及び情報提供を実施して

いる。 

 

(ｲ)  がん検診啓発事業 

地域・職域連携会議の中で、「働く世代をがんから守るがん検診推進事業」の登録につ

いての案内や、１０月の「がん検診受診率５０％達成に向けた集中キャンペーン強化月間」

に、宗像総合庁舎ロビーにおいて、幟
のぼり

旗
ばた

設置、ポスター掲示、がん検診受診啓発リーフ

レット・グッズの展示及び配布により、住民への周知啓発を行っている。 

また、管内のイベントや出前講座等の様々な機会を活用して、啓発グッズを利用しなが

ら、がん検診受診勧奨及び情報提供を行っている。 

 

 

エ 保健事業部会 

管内の保健事業が効果的に推進できるよう、保健所運営協議会保健事業部会において協議

している。 

なお、令和４年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面会議として開催した。 

開催日 内 容 委員数 

令和４年 

９月９日 

（書面会議） 

１ 令和３年度事業報告 

２ 令和４年度主要事業について 

「ふくおか健康づくり県民運動」「福岡県不育症検査費・治

療費助成事業」「福岡県新型コロナウイルスに感染した妊産

婦への寄り添い方支援事業」 

１８名 

 

 

 

 

(6) 歯科保健事業                                                                    

ア 歯科保健に関する協議会への出席 

歯科医師会、各市町及び保健福祉環境事務所職員による委員で構成され、歯科保健事業の推

進について協議した。 

宗像歯科口腔保健協議会 日時：令和４年１０月１２日 １９：００～ 

場所：宗像歯科医師会館 

遠賀中間歯科保健対策連絡協議会 書面会議 

 

 

イ 福岡県親と子のよい歯のコンクール                                      

令和４年度は国のコンクールが中止されたことに伴い、県のコンクールも中止となった。 

 

 



- 25 - 

 

ウ 地域保健関係職員研修事業（歯科保健） 

関係職員の資質向上と歯科保健の推進を図ることを目的として実施している。 

 

 

実施日及び場所 内 容 対象者 参加数 

令和４年 

９月２９日 

宗像総合庁舎 

講演：「乳幼児期の口腔ケアについて」 

講師：九州大学病院 小児歯科・スペシャルニ

ーズ歯科   小笠原 貴子 氏 

保育所等施設、

市町の母子保

健・栄養担当職

員 

２２名 

 

エ 歯周疾患予防推進事業 

定期的な歯科検診及び歯科保健指導の実施を事業所に働きかけ、健診実施事業所の増加を

図るとともに、従業員の歯周病予防に対する意識を高め、定期検診の受診率の向上を図ること

を目的として実施した。 

対象事業所は「ふくおか健康づくり団体・事業所宣言」の登録事業所から選定した。 

実施日及び場所 内 容 対象者 参加数 

令和５年 

３月６日 

介護付有料老人ホーム 

サン・ヴィレッジ三愛 

講演：「歯周病予防研修会」 

講師：はなだ歯科医院 院長 花田 貴史 氏 

介護付有料老人ホーム 

サン・ヴィレッジ三愛

従業員 

１６名 

 

オ 歯科疾患実態調査 

歯科保健状況の把握や、種々対策の効果を検討し、今後の歯科保健医療対策の推進を図るた

めに必要な基礎資料を得ることを目的として実施した。 

実施日 内容 対象地区 調査数 

令和４年 

１１月１５日 
質問紙による調査及び、口腔内診査 

遠賀町 ３名 

令和４年 

１１月３０日 
宗像市 １４名 

 

 

 

 

５  原爆被爆者援護業務      
都道府県知事は、被爆者が今なお置かれている健康上の特別の状態に鑑み、国が健康診断及び医療

を行うことにより健康の保持及び向上を図ることを目的として、被爆者に該当すると認めるものに

「被爆者健康手帳」を交付している。 

保健所では、被爆者健康手帳等交付申請、一般疾病医療費支給申請、諸手当支給認定申請、一

般疾病医療機関指定申請、年２回の定期健康診断等に関する事務を実施している。 

また、令和元年７月１４日の「黒い雨」訴訟に関し、高等裁判所が広島市長・広島県知事・厚

生労働大臣黒い雨による控訴を棄却した。直接被爆者、入市被爆者、救護・看護被爆者に加えて

「広島原爆の投下後の黒い雨に遭った」ことが被爆者の要件として認められたため、その相談や

被爆者健康手帳申請手続きも増えている。 

 

   管内の被爆者健康手帳保持者数 ３１３名  （令和５年３月末現在） 
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６ 母子保健業務 
(1) 妊娠中毒症等療養援護費事業 

妊娠中に妊娠高血圧症候群、糖尿病、貧血、産科出血及び心疾患のため７日間以上入院した

場合、その療養に要する費用について自己負担が生じた場合に一部を支援するもの。 

令和４年度  申請件数 ０件 

 

 

(2) 先天性代謝異常等マス・スクリ－ニング事業 

生後１週間未満の新生児を対象に血液によるマス・スクリ－ニング検査を実施している先天

性代謝異常等及びクレチン症は、放置すると知的障がいなどを来すため、早期のスクリーニン

グによって早期治療につなげ、効果を上げている。要精密検査対象児については、受診及び治

療状況を把握するとともに、養育上の不安等への相談対応を行っている。 

令和４年度 １３名  

 

 

(3) 乳幼児発達診査事業      

出生等の状況から心身の発達に関して諸問題を有している乳幼児や、乳幼児健診及び家庭訪

問等で精神・運動発達面及び言語発達面において、障がいを残すおそれのある乳幼児に対して、

市町や医療機関との連携のもとに発達診査を実施している。 

 

  令和４年度実施状況 

実施場所 分庁舎 本庁舎 

担  当 
医師、 

言語聴覚士、理学療法士 
理学療法士 

回  数 ３回 ２回 

受診実人数（延数） ８名（８名) (

実
人
員) 

受
診
結
果 

当所又は市町にて経過観察 ３名 

療育施設、医療機関等紹介 ３名 

市町村等の相談・教室への紹介 ０名 

保育園等の集団参加への見守り １名 

異常なし（終了） １名 

     

 

(4) ハイリスク妊産婦支援事業（妊娠期からのケア・サポート事業） 

乳幼児の虐待予防を目的として、妊娠期から市町及び医療機関と連携し、要支援者を把握し

て、早期から介入し支援につなげる取組（事例協議等）を行っている。 

また地域において母子保健業務に従事している専門職（市町の保健師・助産師、産科医療機

関や助産院の助産師等）への支援として、令和４年度には、「妊娠期からのメンタルヘルスケ

ア」をテーマとした研修会及び事例検討会を開催した。 

      

(5) 不妊専門相談及び不妊治療費助成事業 

不妊に悩む夫婦の経済的支援、精神的支援として不妊治療費助成及び不妊専門相談センター

事業を平成１６年度から実施している。助成事業は、不妊治療の保険適用に伴い令和４年度を

もって終了し、年度をまたぐ 1回の治療についてのみ経過措置として助成対象となった。 
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ア 治療費助成 

対象者は、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)及び男性不妊治療を行い、治療開始日の妻の

年齢が４３歳未満である夫婦。初回申請分治療開始時の妻の年齢が４０歳未満の場合は通算

６回まで、４０歳以上の場合は４３歳になるまでに通算３回まで助成を受けることができる。 

令和４年度は、不妊治療の保険適用に伴う経過措置として、上記要件に加え、治療開始日が

令和４年３月３１日以前であり、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に 1 回

の治療が終了している、もしくは令和４年３月３１日以前に行った体外受精又は顕微授精に

より作られた受精胚による凍結胚移植を令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間

に１回終了した方となった。 

 

イ 不妊専門相談センター事業 

不妊専門相談及び女性の健康相談については、専門的知識を有する不妊カウンセラ－、助産

師等により県下３ブロック（福岡地区、筑豊地区、筑後地区）各１か所の保健福祉環境事務所

において、月１回の予約制による面接相談を実施している。また、女性の健康相談専用電話を

設置し、電話相談にも対応している。福岡地区における面接相談は当所本庁舎で実施してい

る。 

令和４年度相談等事業実績 

事業名 不妊治療費助成申請数 不妊専門相談及び女性の健康相談数 電話相談数 

件数 １０６ ５ １７５ 

 

 

 (6) 不育症検査費・治療費助成事業 

２回以上の流産、死産の既往があり、医師に不育症と診断された方を対象に、助成対象とな

る医療保険適用外の検査及び治療に係った費用の一部助成を行うことにより、不育症の検査及

び治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るもの。助成回数は１夫婦あたり１回限りとなっ

ている。 

令和４年度 申請件数１件 

 

(7) 先進医療不育症検査費用助成事業 

２回以上の流産、死産の既往があり、先進医療として告示されている不育症検査費用の一部

を助成するもの。 

令和４年度 申請件数０件 

  

(8) 新型コロナウイルスに感染した妊産婦への寄り添い支援事業 

新型コロナウイルスに感染した妊産婦で、自身や胎児又は新生児の健康、育児について不安

を感じている方に対して、助産師や保健師等が訪問や電話等の方法で、不安や悩みを傾聴し、

健康管理や育児に関する助言を行うなどの寄り添い支援を令和２年度から行っている。 

令和４年度は１６名の妊産婦に対し、電話にて体調や妊娠・産後の経過確認を行い、必要に

応じてフォローを行った。 
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７ 在宅医療推進事業 

福岡県では平成２２年度から県内９ケ所の保健福祉（環境）事務所に地域在宅医療支援センタ

ーを設置し、地域特性に応じた在宅医療に係る関係機関との連携体制の支援や情報提供、相談、

医療従事者に対する研修会等を行っている。 

 

(1) 普及・啓発 

ア 住民啓発、センター窓口の周知 

在宅医療の啓発ならびに当センターの周知を目的として、各種手続きや研修会、講話等を通

じて、住民や関係機関等にパンフレットを配布している。 

 

イ 相談事業（令和４年度相談件数） 

電話相談 延 ９９件（実数 ３７件） 

面接相談 延 ４１件（実数  ２６件） 

家庭訪問 延  １６件（実数   ８件） 

 

(2) 地域在宅医療推進協議会 

医療・介護・行政等の関係機関が連携して、在宅医療を希望する患者や家族等に対する地域

在宅医療体制の整備及び推進に関する事項について協議するために実施している。特に難病患

者（児）の在宅医療に関する協議や情報共有をすることで、地域の実情に応じた在宅医療体制

整備を推進する。 

 

委員：医師会、歯科医師会、薬剤師会、訪問看護ステーション、介護支援専門員、相談支援

専門員、市町村（福祉担当課） 

令和４年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、ＷＥＢ開催とした。 

実施日 内   容 委員数 

令和５年 

２月 ２日 

（ＷＥＢ開催） 

難病患者（児）の在宅療養支援の取り組みについて 

難病患者（児）の災害対策について 

・市町における災害時要支援者対策について 

・保健所における災害時個別支援計画作成支援について 

   ・各団体の取り組み 

１７名 

 

 

(3) 在宅医療・介護支援者研修会 

在宅医療・介護支援者が在宅医療についての知識を深めるために実施している。 

（特定給食施設研修会と合同開催） 

実施日 内  容 参加者数 

令和５年 

２月１５日 

（ＷＥＢ開催） 

講演「障がい児者への食事支援～家族と同じ食事を楽しみたい

という願いをかなえるために～」 

講師：社会福祉法人小羊学園 つばさ静岡 

医務部長 淺野 一恵 氏 

対象）市町、障がい者施設、訪問看護事業所の職員、 

   病院、介護老人保健（福祉）施設の（管理）栄養士 

 

 ４９名 
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(4) 訪問看護ステーションスキルアップ研修会 

訪問看護ステーションの訪問看護師を対象に知識やスキル向上を目的に実施している。 

（難病従事者研修会と合同開催） 

実施日 内 容 参加者 

令和４年 

１０月２１日 

 

場所：福岡県宗

像総合庁舎 

①講演「難病患者に対するコミュニケーションツール 

  の導入支援」 

講師：西九州大学リハビリテーション学部リハビリ 

テーション学科 作業療法士 植田 友貴氏 

②情報提供「神経難病患者が使える支援制度」 

 講師：福岡県難病医療連絡協議会 難病診療連携コ 

ーディネーター 原田 幸子氏 

介護支援専門員、訪

問看護師、地域包括

支援センター職員、

障害者相談支援事

業所職員等 

４１名 

   

(5) 関係機関との連携 

ア 在宅医療・介護連携事業への協力支援 

(ｱ)宗像医師会（Web開催含む） 

①宗像医師会在宅医療連携拠点事業室運営委員会 出席１回 

②宗像市・福津市在宅医療・介護連携事業にかかる多職種連携会議出席 ４回 

③地域リーダー会議 出席 ２回 

④多職種連携研修会への参加 ２回 

 

(ｲ)遠賀中間医師会 

①遠賀中間地域在宅医療介護連携推進協議会 出席１回 

②遠賀中間地域在宅医療介護連携推進協議会専門部会 出席３回 

 

イ 訪問看護ステーションとの連携 

訪問看護ステーション連携強化事業研修会の参加 

管理者会議への出席  遠賀中間地域：４回  

管内訪問看護ステーション看護ケア情報を県ホームページに掲載（年１回） 

 

ウ 市町村への支援等（地域ケア会議への支援） 

平成２６～２７年度に「福岡県地域ケア会議推進支援事業（モデル事業）」を実施した宗像

市・福津市の地域ケア会議に引き続き参加し、会議の充実に向けた支援を行った。 

遠賀中間地域についても会議の充実に向けた支援を実施。 

     （参加回数）宗像市：９回、福津市：５回、岡垣町：５回 

 

 (6) 災害時対策 

福岡県では、在宅療養者の生命・健康維持の観点から、地震、落雷・豪雨等災害等に備え、

平時から訪問看護ステーションと連絡体制をとるとともに、災害等による停電が起こった場合

に地域の在宅人工呼吸器等使用患者の安全な療養生活を守り、万が一の生命の危機を避けるた

めに、災害時の緊急連絡体制を整えている。 

災害時は、訪問看護ステーションを通じて被災状況を把握（予想される時は事前の注意喚起）

し、患者の避難状況及び安否確認を行うとともに、停電の有無、時間、回復状況についても確

認している。 
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８ 精神保健福祉業務 
 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、精神障がいのある人の医療・保護及び社会

参加の促進、住民の精神的健康の保持・増進を図るための業務を行っている。 

 

（１）精神医療対策 

ア 精神科病院月報の受理 

  管内４病院から毎月、病床数、入院患者数、通院患者数の報告を受理している。 

 

  表 管内精神科病床数(令和５年３月末現在) 表 令和５年３月の管内精神科病院通院患者数 

 

 

 

 

表 管内精神科病院の入院形態別入院患者数（令和５年３月末現在）   

 

 

 

 

イ 措置入院に関する申請・報告等 

精神保健福祉法に基づく申請・通報の受理、事前調査、入院措置に係る事務、措置入院者の症

状消退届に係る面接調査、措置解除等の事務等を行っている。 

 

表 精神障がい者に係る申請・通報・届出件数（令和４年度）         

法第 22条 法第 23条 法第 24条 法第 26条 法第 26条の 2 合計 

１ ３３ ３ ７ ０ ４４ 

第２２条：一般人からの申請  第２３条：警察官からの通報 

第２４条：検察官からの通報  第２６条：矯正施設からの通報（拘置所、刑務所、少年院等） 

第２６条の２：精神病院管理者の通報 

 

表 精神障がい者に係る申請・通報・届出処理状況（令和４年度） 

申請・通報・届出 

件数 

調査により診察の必

要がないと認めた者 

診察を受けた者 

措置入院該当 措置入院非該当 

 
４４ ２６ １４ ４ 

  

ウ 医療保護入院に関する届出・報告等 

入退院届及び定期病状報告等の受理・進達等の事務を行っている。 

 

エ 精神科病院の実地指導 

管内４か所の精神科病院に対し、入院制度等の適正な運用が図られるよう、精神保健福祉法

第 29 条の４、第 38 条の６の規定及び関係通知に基づき実地指導及び現地診察を行っている。 

 

表 現地診察実施件数（令和４年度）   

措置入院者 医療保護入院者 任意入院者 計 

１４ １０ ３ ２７ 

 

 

精神科病床数 

１,３２８ 

 延人員 実人員 

８,８６３ ４,２２０ 

措置入院 医療保護入院 任意入院 その他 計 

１２   ４５１ ６２７   １    １,０９１ 
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（２）社会復帰対策 

 ア 精神障がい者社会復帰促進事業 

① 精神障がい者地域支援実務者会議 

長期入院者がスムーズに退院できる仕組みと、精神障がいのある人が地域で安心して自分ら

しく長く暮らし続けることができる支援体制を構築することを目的として実施している。 

令和４年度は新型コロナ感染拡大防止対策のため、事例検討から事例報告に変更した。 

 

② 保健・医療・福祉関係者による協議の場 

  国の「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」に位置付けられてい

る協議の場として、保健所運営協議会精神保健福祉部会において、当所の事業実績、次年度計

画等について協議を行っている。 

  令和４年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面会議で実施した。 

   

 ③ 社会資源一覧の作成・更新 

    管内の精神科医療機関、訪問看護ステーション、障がい福祉サービス事業所、就労相談等の

社会資源情報一覧を作成、更新している。 

また、アルコール依存症やひきこもりに関する社会資源情報一覧も作成・更新している。 

    

イ 地域定着推進事業 

① 処遇プラン普及事業 

精神障がいのある人の再入院を防止し地域生活を維持できるよう、「処遇プラン」を活用し、

支援機関が病状悪化時の対応について情報を共有し、早期に医療機関につなぎ再発を予防する

ための仕組みをつくることを目的としている。 

平成３０年度からは、退院後支援計画の中で作成している。 

 

② こころの健康手帳活用事業 

精神障がいのある人が主体的に安定した地域生活を継続できるように、精神障がいのある人

自らが今後の目標や支援してもらいたいことなど希望する支援がうけられるよう「こころの健

康手帳」を活用し、関係機関が連携して支援を行っていく仕組みをつくることを目的としてい

る。 

令和４年度の新規活用実績はなかった。 

 

開催日・場所 内  容 報告者・講師 参加者 

令和４年 

１２月１４日 

宗像総合庁舎 

大会議室 

 

１）事例報告 

―２５回目の退院後、再び

住み慣れた地域でー単身生

活を始めたケースへの支援

について  

 

 

 

 

２）講話 

「医療観察制度について」 

―事例を通して― 

１）報告者 

福間病院 PSW 荒牧亮司 

指定相談支援事業所「みどり」 

相談支援専門員 柴田三奈 
自立生活援助サービス 

管理責任者 村嶋未希 

訪問看護ステーションふくま 

看護師 西尾洋子 

福津市訪問介護事業所 

サービス提供責任者 西内則子 

２）講師 

福岡保護観察所北九州支部 

社会復帰調整官 大中ふみ 

市町村福祉課、

健康課 

管内精神科病院 

地域活動支援セ

ンター 

相談支援事業所 

訪問看護ステー

ション 

計３８名 
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③ 精神障がいのある人の退院後支援計画の策定 

   「精神障がいのある人の退院後支援に関する福岡県事務処理要領」に基づき、平成３０年９

月以降の緊急措置入院を含む措置入院患者のうち同意を得られた者を対象に退院後支援計画

を作成し計画に基づく支援を行っている。  

    令和４年度は、３名に対し退院後支援計画を作成した。 

 

（３）心の健康づくり推進対策 

  心の健康および精神障がいに対する正しい知識の普及と心の健康に関する相談等を行っている。 

 

ア 精神保健福祉相談 

定例相談として、予約制で精神科医による個別相談を実施している。また、随時相談は、所

内面接、電話等で保健師が実施している。 

 

イ 訪問指導 

精神障がいのある人の自宅等へ訪問し、地域で安心して生活できるように本人や家族等への

相談支援を行っている。 

 
表 精神保健福祉相談・訪問指導実施状況（延べ数）（令和４年度）     

 

社
会
復
帰 

老
人
精
神 

思
春
期 

ア
ル
コ
ー
ル 

薬 

物 

ギ
ャ
ン
ブ
ル 

心
の
健
康 

づ
く
り 

そ
の
他 

合 

計 

定例 
相談 

 3   1    1 9 14 

所内 
面接 

13 1  1   3 59 77 

電話 161 14 2 11 14 2 25 677 906 

訪問 24       17 41 

 
ウ 関係者によるケース会議 

対象者へより良い支援を行うため、情報を共有し課題の明確化等のアセスメントを行い 
支援方針や役割分担を協議する会議を実施している。 
 

     表 ケース会議実施状況（令和４年度） 

開催回数 対象者実人数 対象者延べ数 主な参加者 

１４ １１ １４ 
病院、相談支援事業所、訪問看護ス
テーション、行政の職員等 

 
エ 普及啓発事業 

住民、関係機関職員等が、精神障がいに対する理解を深めることを目的に随時情報提供等を

行っている。４年度は下記研修会を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時期 内容 対象者 

R4.6.27～6.29 

Zoom Webinars

を使用した 

オンデマンド配

信 

テーマ：大人の発達障がいの理解と対応 

    ～病院での支援、地域での支援～ 

講師：医療法人恵愛会 福間病院 

臨床研修センター 鈴木宗幸医師 

（web 配信） 

管内精神科病院、市町

福祉課、相談支援事業

所、訪問看護ステーシ

ョン 

視聴者数７０名 
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オ 家族会等への支援 

    管内家族会活動への支援を随時行っている。 

 

（４）自殺対策事業 

 福岡県自殺対策計画に基づき、総合的な自殺対策事業を実施している。 

 

ア ハイリスク者支援事業 

 ①自殺未遂者に対する支援マニュアル普及事業 

  精神科医療従事者、救急医療従事者等を対象に北九州ブロックで自殺未遂者支援研修を開催

している。 

開催日・場所 内容 対象者 受講者数 

令和５年 

３月３日 

宗像総合庁舎 

大会議室 

演題１「自殺未遂者支援の重要性」 

講師 

産業医科大学医学部精神医学教室  

医師 手錢宏文氏 

演題２「自殺未遂者への対応について」 

講師 

産業医科大学病院患者サポートセンター  

地域連携・退院支援室 SW 末永卓也氏 

救急医療機関、精神

科医療機関、警察

署、消防署、市町村、

社会福祉協議会、相

談支援事業所、訪問

看護ステーション、

自立相談支援機関 

 

 

 

４２名 

 

 ②地域におけるハイリスク者支援のための連携強化会議 
    保健所運営協議会精神保健福祉部会において、自殺者数の動向についての情報提供及び当

所の取組、次年度計画等について協議を行っている。 

  令和４年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面会議で実施した。 

 

イ 悩みごと相談促進事業（普及啓発） 

    自殺予防週間（９月１０日～１６日）と自殺対策強化月間（３月）に、各関係機関にポスタ

ー掲示を依頼した。 

 

ウ 地域における見守り強化事業 

①ゲートキーパーセミナー 

 自殺についての基本的な知識を学ぶことで、自殺への偏見をなくすとともに、周囲の者の自

殺のサインに気づき対応できる人（ゲートキーパー）を増やすことを目的としている。 

開催日・場所 内容 対象者 受講者数 

令和４年 

１１月１１日

福岡教育大学 

大Ⅲ教室 

演題「大学生のこころの危機」 

講師：福岡県立大学人間社会学部 

教授 小嶋 秀幹 氏 

福岡教育大学学生 １２６名 

 

②市町村支援 

市町村に対し、自殺対策協議会等への参加や地域自殺対策計画実施に対する支援を行った。 

 

（５）アルコール依存症対策事業 

平成２６年６月にアルコール健康障害対策基本法が施行され、平成２９年６月に福岡県アル

コール健康障がい対策推進計画を策定された。令和３年３月には国の「第２期アルコール健康
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障害対策推進基本計画」が策定され、令和４年３月に「第２期 福岡県アルコール健康障がい対

策推進計画」を策定している。当所では課題（アルコール依存症の早期発見・早期受診の促進、

支援者の対応力の向上、アルコール健康障がいの予防）に向けた取組を行っている。 

 

ア 普及啓発事業 

①アルコール依存症研修会 

 当所では、アルコール問題を抱える人の家族や支援者が正しい知識と対応方法について学

ぶことを目的に研修会を実施した。 

 

  

 

 

 

 

 

※当初は２日間での実施予定であったが、悪天候のため１月２４日は中止とした。 

 

②アルコール依存症講演会での資料配布、配架 

 

③パネル展示 

 宗像総合庁舎 1 階ロビーにおいて、１１月の「アルコール健康障害対策基本法」に基づく

アルコール関連問題啓発週間に合わせ、お酒と健康に関するパネル展示、パンフレットの

配布等行った。 

 

イ 相談支援体制の強化事業 

①自助グループの相談対応力向上研修事業 

自助グループの断酒継続を支援するため、断酒会・家族会へ参加し、当所の取り組みの紹

介、連携強化を図った。 

    

②中小企業への減酒支援 

産業医がいない５０人未満の事業所における減酒支援の取り組みを推進するため、ミニ講

座を実施している。令和４年度は実施なし。資料作成を行った。 

   

 

（６）飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例関連事業 

平成２４年２月に福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例が制定され、各保健所にお

いて、アルコール健康障がいの予防・早期発見に資することを目的とし、飲酒運転違反者に

対する飲酒行動に関する指導を実施している。 

令和４年度の実施件数は２４件であった。 

 

（７）ひきこもり対策推進事業 

   本県では、平成２２年度から精神保健福祉センター内にひきこもり地域支援センターを、

令和２年７月から筑豊地域と筑後地域の２か所にサテライトオフィスを開設し、各地域のひ

きこもり相談窓口として支援を行っている。 

令和４年度は、ひきこもり地域支援センターが保健所圏域毎に開催したひきこもり支援者

研修会及びひきこもり支援者地域ネットワーク会議に参加した。 

 

 

 

開催日・場所 内容 対象者 受講者数 

令和５年 
１月３１日 
宗像総合庁舎 
大会議室 

演題：「With Addict 
～依存症者が住みやすい社会作り～」 
講師：一本松すずかけ病院  

主任看護師  鈴木 由紀子 氏   

一般住民、自助グループ
会員（断酒会、AA）、市
町・医療機関・訪問看護
ステーション、障害福祉
サービス事業所・居宅介
護支援事業所等の職員 

４１名 
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（８）参考資料 

   表 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定者数・精神保健福祉手帳所持者数 

(令和４年度末現在 ※未確定数) 

 市町名 
自立支援医療費支給認

定者数（精神通院医療） 

精神保健福祉手帳所持者数 

  1級   2級   3級   計 

中間市 884 35 322 192 549 

 宗像市 1,661 72 524 429 1,025 

福津市 1,093 42 375 234 651 

 芦屋町 224 3 79 59 141 

 水巻町 618 22 244 127 365 

 岡垣町 588 18 223 124 365 

 遠賀町 316 5 112 68 185 

 合 計 5,384 197 1,879 1,233 3,309 

   

 



 

 

 

 

Ⅳ 保健衛生 
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１ 食品衛生業務 

  食品衛生法に基づき、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止することを目的に次の業務を

実施している。 

 

(1) 営業許可及び営業届出 

食品衛生法に基づく営業許可業種に対して、新規及び更新の許可業務を行っている。許可業種以

外の営業については営業届出の受付業務を行っている。 

令和３年６月から、食品衛生法に基づく営業許可業種の見直し及び営業届出制度が創設された。 

 

(2) 監視指導 

年間計画に基づき、食品衛生監視員（５名）が食品営業施設、大量調理施設（特定給食施設を

含む）等に対して、衛生管理、食品表示等に重点を置いた監視指導を実施し、また、検査のため

の食品収去業務を行っている。 

 

ア 食品関係営業施設数（令和５年３月３１日現在） 

 【新制度による許可・届出施設】 

営
業
許
可
施
設 

飲食店営業 940 氷雪製造業 0 

調理機能を有する自動販売機営業 3 液卵製造業 1 

食肉販売業 54 食用油脂製造業 2 

魚介類販売業 67 みそ又はしょうゆ製造業 3 

魚介類競り売り業 1 酒類製造業 5 

集乳業 0 豆腐製造業 3 

乳処理業 0 納豆製造業 0 

特別牛乳搾取処理業 0 麺類製造業 5 

食肉処理業 4 そうざい製造業 86 

食品の放射線照射業 0 複合型そうざい製造業 0 

菓子製造業 148 冷凍食品製造業 31 

アイスクリーム類製造業 3 複合型冷凍食品製造業 0 

乳製品製造業 0 漬物製造業 18 

清涼飲料水製造業 1 密封包装食品製造業 5 

食肉製品製造業 2 食品の小分け業 3 

水産製品製造業 40 添加物製造業 0 

営
業
届
出
施
設 

旧許可業種 

食肉販売業（包装） 183  

魚介類販売業（包装） 153  

乳類販売業 317  

氷雪販売業 1  

自動販売機 71  

販売業 933  

製造・加工業 150  

その他 183  
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【旧制度による許可施設】 

営
業
許
可
施
設 

飲食店営業 1,549 食品の放射線照射業 0 

喫茶店営業 165 清涼飲料水製造業 1 

菓子製造業 225 乳酸菌飲料製造業 0 

あん類製造業 2 氷雪製造業 1 

アイスクリーム類製造業 5 食用油脂製造業 1 

乳処理業 0 ﾏｰｶﾞﾘﾝ又はｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ製造業 0 

特別牛乳搾取処理業 0 みそ製造業 7 

乳製品製造業 1 醤油製造業 2 

集乳業 0 ソース類製造業 0 

食肉処理業 11 酒類製造業 3 

食肉販売業 75 豆腐製造業 6 

食肉製品製造業 2 納豆製造業 0 

魚介類販売業 124 めん類製造業 8 

魚介類せり売り業 0 そうざい製造業 87 

魚肉練り製品製造業 3 缶詰、瓶詰食品製造業 2 

食品の冷凍又は冷蔵業 19 添加物製造業 1 

 

 

イ 食品衛生監視員活動状況（令和４年度）               

調査・監視指導 

実施施設数 

営業許可施設 その他の営業施設 

1,535 440 

苦情件数（有症苦情、異物混入、施設の衛生、食品の腐敗、異味異臭等） 43 

相談件数（営業許可、規格基準、食品表示に関すること、体調不良等） 375 

食中毒（疑）調査（管外発生食中毒の関連調査を含む） 25 

処分件数（営業許可取消、営業禁止、営業停止、改善命令、廃棄回収他） 0 

 

ウ 食品収去検査（令和４年度） 

 
検体数 

不適検体数 

法＊① 県＊② 表示＊③ 

弁当（調理ご飯、調理パン） 11   2  

惣菜（加熱済、未加熱） 50  1  

魚介類及びその加工品 

（調理鮮魚介類生食用、その他の魚介類、練り製品） 
6   

 

肉・卵類及びその加工品 

（獣鳥類の肉及び内臓、その他の食肉製品） 
5    

アイスクリーム類、氷菓（ソフトクリーム） 3    

穀類及びその加工品（生めん、ゆでめん） 8  1  

野菜類及びその加工品（包装豆腐、その他の豆腐等） 26    

菓子類（生菓子、油菓子） 7  1  

冷凍食品 3    

清涼飲料水 0    

おもちゃ 0    

合計 119 0 5 0 

＊①：食品衛生法規格基準 

＊②：県指導基準 
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＊③：食品表示法(食品表示基準) 

    不適合項目は一般細菌数、大腸菌群である。不適合の項目のうち、一般細菌数及び大腸菌群

は、食品の取扱いが不適切であることが主たる原因であるため、不適検体の収去先に対し衛生

指導を行っている。 

     
(3) 自主管理体制の強化と衛生教育 

食品営業者は施設の衛生管理、清潔な食品の取扱い等管理運営の基準を遵守し、安全な食品を

消費者に提供することが重要であることから次のことを実施し、自主管理体制の強化に努めてい

る。 

 

ア 衛生教育 

食品衛生知識の普及向上を図るため、宗像・遠賀食品衛生協会と協力して、営業者・従事者

等を対象に食中毒予防講習会、食品衛生責任者養成講習会等を開催している。 

また、許可不要業種、消費者等に対しての食品衛生講習会も開催している。 

衛生教育状況（令和４年度） 

実

施

対

象 

食品営業者     806名（ 5回） 
特定給食施設従事者      0名（ 0回） 
消費者等      42名（ 2回） 

計     848名（ 7回） 

イ 指導育成 

宗像・遠賀食品衛生協会の指導育成に努め、指導員と協力し、巡回指導を実施し自主管理表

の点検を推進している。 
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２ 動物関係業務 
(1) 狂犬病予防業務 

管内の市町、福岡県獣医師会と連携し、犬の狂犬病予防集合注射の実施を支援している。 

また、放し飼いの犬等、不適正な飼い方に対する苦情等への対策として捕獲業務の他、巡回指

導を日常的に実施し、さらに粕屋保健福祉事務所と協力して計画的に早朝・合同捕獲を行ってい

る。 

 (2) 動物愛護管理業務 

近年は、犬の苦情よりも猫の苦情の方が多い状況にあり、管内市町と協力して、猫の飼い主等

に対して適正飼養や地域猫活動についての助言や指導を行っている。平成２６年度から始まった

福岡県地域猫活動支援事業には、令和４年度は１市２町から５地区の申請があった。 

平成２５年の動物の愛護及び管理に関する法律（以下「動物愛護管理法」）の改正により、犬

猫の引取りの拒否ができるようになったため、所有者へ終生飼養や譲渡先を見つけるよう指導助

言を行っており、引取り数は年々減少している。 

平成２２年度に統合設置した福岡県動物愛護推進協議会宗像・遠賀支部は、県知事から委嘱さ

れた動物愛護推進員と共に、動物の愛護と適正飼養等の普及啓発活動を実施している。 

令和４年度は、宗像合同庁舎ロビーで動物愛護と適正飼養等の普及啓発活動を実施した。 

また、動物愛護管理法の遵守の徹底を図るため、第一種動物取扱業者の登録、監視指導を行っ

ている。 

【狂犬病予防及び動物愛護管理関係】            （令和５年３月３１日現在） 

 中間市 宗像市 福津市 芦屋町 水巻町 岡垣町 遠賀町 合計 

畜犬登録 2,100 5,349 3,563 658 1,144 1,536 1,201 15,551 

狂犬病予防注射頭数 1,134 3,802 2,854 300 986 866 779 10,721 

捕獲頭数 5 7 6 0 2 11 1 31 

返還頭数*1 5 3 5 0 2 2 1 18 

咬傷犬 0 4 6 0 0 1 0 11 

被咬傷者数 0 5 7 0 0 2 0 14 

引取り成犬 9 17 4 0 0 2 3 35 

引取り子犬 0 1 7 3 0 0 0 11 

引取り成猫 0 25 0 0 0 1 1 27 

引取り子猫 0 5 0 0 0 3 3 11 

負傷成犬 0 1 0 0 0 0 0 1 

負傷成猫 2 1 0 0 0 0 0 3 

負傷子猫 1 0 2 1 0 0 0 4 

返還頭数*2 6 10 8 0 0 2 3 29 

犬猫引取数は、飼主依頼、所有者不明依頼を合算したもの 

＊１ 狂犬病予防法に基づき抑留された犬の返還頭数 

 ＊２ 動物愛護管理法に基づき所有者に返還した犬猫の頭数 

  ＊  負傷子犬はなし 

【第一種動物取扱業登録件数】              （令和５年３月３１日現在） 

 中間市 宗像市 福津市 芦屋町 水巻町 岡垣町 遠賀町 合計 

販売 12 24 14 4 4 7 7 72 

保管 16 18 21 5 6 4 4 74 

貸出 1 1 3 0 0 1 0 6 

訓練 2 7 4 0 0 0 0 13 

展示 2 5 6 1 0 4 0 18 

譲受飼養 1 0 0 0 0 1 0 2 
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３ 生活衛生業務 
環境営業六法（理容師法・美容師法・クリーニング業法・旅館業法・公衆浴場法・興行場法）、化

製場等に関する法律、建築物の衛生的環境の確保に関する法律、墓地、埋葬等に関する法律等に

基づき、各施設の許認可等や監視指導業務を行っている。 

(1) 環境衛生営業関係施設 

環境営業六法関係等の施設については、清潔で衛生的な構造施設の確保と衛生措置について定

期的に監視指導を行っている。 

【環境衛生営業関係施設数】              （令和５年３月３１日現在） 

区分 興行場 
公衆浴場 

理容所 美容所 
クリーニング所 

旅館 
遊泳用 

プール 
火葬場 

普通 その他 洗濯 取次所 

中間市 17 0 0 44 84 7 13 2 0 0 

宗像市 1 0 13 64 168 6 24 37 6 2 

福津市 11 0 2 39 129 4 17 13 0 0 

芦屋町 2 0 4 16 24 1 3 5 1 0 

水巻町 0 0 1 25 43 3 6 2 3 0 

岡垣町 1 0 3 21 60 2 6 7 0 0 

遠賀町 0 0 3 14 38 2 9 10 1 1 

計 32 0 26 223 546 25 78 76 11 3 

 

(2) 建築物における衛生的環境の確保 

ビル管理関係については、建築物の衛生的環境等の適正な維持管理を図るため、知事登録業者

や特定建築物の監視指導を行っている。 

【特定建築物施設数】                        （令和５年３月３１日現在） 

区分 興行場 百貨店 店舗 事務所 学校 旅館 その他 計 

中間市 0  2  3  1  0  0  2  8  

宗像市 0  6  6  3  2  3  3  23  

福津市 0  2  2  2  1  0  3  10  

芦屋町 1  0  0  2  0  1  1  5  

水巻町 0  3  3  1  0  0  2  9  

岡垣町 1  1  1  1  0  0  0  4  

遠賀町 0  2  0  0  0  0  0  2  

計 2  16  15  10  3  4  11  61  

【建築物環境衛生に係る知事登録営業所数】    （令和５年３月３１日現在） 

         登 録 業 種 件数 

  建築物清掃業 2 

  建築物飲料水貯水槽清掃業 5 

  建築物ねずみ昆虫等防除業 1 

  建築物排水管清掃業 1 

                  計 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 41 - 

 

４ 水道業務 
水道法に基づき、遠賀郡内の専用水道及び簡易専用水道の認可・届出の受理及び安全な飲料水

の確保のために水道施設等の適正な維持管理を推進することを目的とした監視指導等を行ってい

る。 

なお、市区域については平成２５年４月１日に権限移譲された。 

【各種水道の普及状況】              （令和５年３月３１日現在） 

 専用水道 簡易専用水道 合 計 

芦屋町 1 11 12 

水巻町 3 19 22 

岡垣町 1 21 22 

遠賀町 0 19 19 

計 5 70 75 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 42 - 

 

５ 結核対策事業 
R3年の全国結核罹患率は 9.2であり、前年と比べ 0.9減少し、日本は結核低まん延国となっ

た。日本の結核罹患率は、米国等他の先進国の水準に年々近づき、近隣アジア諸国に比べても低

い水準にある。R3年の結核罹患率の減少については、新型コロナウイルス感染症の影響も考えら

れる。近年の特徴としては、結核患者の高齢化が進んでおり、令和３年の全国の新登録結核患者

のうち６５歳以上の患者が占める割合は６割を超えている状況であり、当所管内においては７割

以上を占めている。また患者の高齢化に伴う複雑な合併症を持つ結核患者への医療の提供、外国

出生者の新登録結核患者数の増加や、超多剤耐性結核菌の出現等、結核対策の課題は多様化して

いる状況にある。 

このようななか、健康診断を確実に実施し、結核患者や感染者の早期発見・二次感染防止に努

めるとともに、全結核患者に対し、個別毎に服薬支援計画を作成し、ＤＯＴＳ（直接服薬確認療

法）を完全に実施するなど、治療完遂に向けた細やかな支援策が求められる。 

(1) 年次別結核発生状況  

 

 
注） 罹患率＝新登録患者数／人口×１０万人、登録率＝結核患者登録者数／人口×10万人 

人　　　口

(各年１０月１日現在) 登録者数 罹患率 登録者数 登録率

R1 126,167,000 14,460 11.5 34,523 27.4

R2 126,226,568 12,739 10.1 31,551 25.0

R3 125,502,000 11,519 9.2 27,754 22.1

R1 5,110,113 614 12.0 1,416 27.7

R2 5,122,894 512 10.0 1,298 25.3

R3 5,123,371 535 10.4 1,214 23.7

R1 292,930 27 9.2 69 23.6

R2 295,879 24 8.1 68 23.0

R3 295,413 13 4.4 43 14.6

R1 40,003 7 17.5 16 40.0

R2 40,362 4 9.9 15 37.2

R3 39,679 0 0.0 8 20.2

R1 96,886 10 10.3 20 20.6

R2 97,095 10 10.3 20 20.6

R3 97,029 3 3.1 14 14.4

R1 64,763 5 7.7 12 18.5

R2 67,033 3 4.5 15 22.4

R3 67,689 2 3.0 8 11.8

R1 13,547 2 14.8 3 22.1

R2 13,545 0 0.0 3 22.1

R3 13,293 2 15.0 3 22.6

R1 28,002 1 3.6 4 14.3

R2 28,114 5 17.8 7 24.9

R3 27,977 4 14.3 6 21.4

R1 30,929 2 6.5 11 35.6

R2 31,007 1 3.2 7 22.6

R3 30,961 1 3.2 2 6.5

R1 18,800 0 0.0 3 16.0

R2 18,723 1 5.3 1 5.3

R3 18,785 1 5.3 2 10.6

芦屋町

区　分 年
新規登録者 結核登録者

全　　　　　国

水巻町

岡垣町

遠賀町

福　　岡　　県

宗像・遠賀地区

中間市

宗像市

福津市
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(2) 結核医療 

「感染症の診査に関する協議会（結核の診査に関する専門部会）」を月２回開催し、結核の患

者に対する就業制限、入院勧告及び入院期間の延長並びに結核医療の公費負担に関する必要な事

項を審議している。併せて、結核医療公費負担申請に係る事務等を行っている。 

 

(3) 管理検診及び接触者健康診断実施状況 

発生届受理後積極的疫学調査を行い、結核に感染した疑いのある者に対して、感染や発病を調

べるための健康診断を行っている。 

また、治療を終了した結核患者や治療中断による病状不明者を対象に、一定期間管理健診等に

より病状を把握し、結核の再発防止に取り組んでいる。 

    実施状況（令和４年度） 
 接触者健康診断 管理検診 

受診者数（延べ） １０２ １０ 

 

(4) 結核患者訪問・電話相談 

保健師等が、訪問や電話により治療継続のための相談や支援を行っている。  

    実施状況（令和４年度） 

区 分 訪問 面接＊ 電話 

延件数 ３０ ２９ ４２７ 

 ＊来所相談を含む                

  

(5) 結核対策特別促進事業 

ア 結核患者服薬支援事業（ＤＯＴＳ） 

結核患者に確実に抗結核薬を服用させることにより結核のまん延を防止するとともに、多剤

耐性結核の発生を予防することを目的として、医療機関等と連携を図り服薬支援を行ってい

る。 

 

イ 一般普及啓発事業 

結核患者の治療等で関わる可能性のある病院や管内市町村等の職員や住民へのパンフ 

レット配布による啓発や出前講座等の普及啓発事業を実施している。 

 

ウ 地域保健従事者への普及啓発事業 

    管内市町及び管内の地域保健従事者を対象に、地域保健事業において適切な感染防止対策がと

れることを目的に、結核等に関する研修会を実施している。 

    令和４年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、研修会は実施しなかった。 

 

(6)  研修会  

結核に関する研修会を実施している。 

実施状況（令和４年度） 

実施回数 ４回 

対  象 結核患者が入所していた介護施設関係機関職員他  

受講者数 ３２人 

    ＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、規模を縮小して実施した。 
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６ 感染症対策事業 
感染症法に基づき感染症の発生の予防やまん延防止のため、取組や事業を行っている。 

(1) 感染症発生時対応 

感染症発生届受理後は、患者や患者家族等に対して感染症の原因究明やまん延防止のため積極

的疫学調査を行うとともに、必要に応じ健康診断を実施している。 

〇年次別感染症発生状況 (新型コロナウイルス感染症については R4.9.26以降、届出件数のみ計上)                       

     
（）内は件数 

(2) 感染症予防啓発事業 

ア 実地指導 

医療機関や介護施設を巡回し、施設の感染症対策実施状況の確認と指導を行っている。 

                     

イ 研修会 

関係機関、施設等の要望に応じて、感染症対策の研修会を行っている。 

実施状況（令和 4年度）                     

実施回数 1回 

対  象 地域保健従事者等 

参加者数 28名 

 

ウ 各種感染症の情報提供 

インフルエンザ、感染性胃腸炎等各種感染症の情報について、注意喚起を目的に適宜、市町

及び医療機関等に情報提供を行っている。 

 

(3) 感染症発生動向調査事業 

感染症の発生状況を把握するため、感染症発生届を受理した場合、感染症発生動向調査システ

ムに届出内容の入力を行い、福岡県感染症情報センター（福岡県保健環境研究所）において収

集・分析を行っている。 

また、必要に応じ、医療機関から受領した検体を福岡県保健環境研究所において分析し、病原

体の分離等の検査情報を医療関係者等に提供している。 

     

(4) インフルエンザ様疾患発生報告事業 

インフルエンザの発生状況の把握に資する情報として、学校等からインフルエンザ様疾患によ

る休校、学年閉鎖等の情報を収集し県に報告、県が公表を行っている。 

 

(5) 特定感染症（エイズ及び性感染症）予防事業 

感染者の早期発見・早期治療を目的にエイズと性感染症の相談及び無料検査を実施するととも

区分 １類
２類

（結核除く）

指定感染症
（R3.2.13から
「新型インフル
エンザ等感染
症」に変更）

３類 ４類

R2年度 0 0
新型コロナ
ウイルス感
染症(742)

8
腸管出血性大腸菌感
染症(8)

3
レジオネラ症(2)
Ａ型肝炎(1) 18

アメーバ赤痢(3)
カルバペネム耐性腸内細菌感染症
(1)
侵襲性インフルエンザ菌感染症(1)
水痘（入院例）(1)
梅毒(10)百日咳(2)

R3年度 0 0

新型コロナ
ウイルス感

染症
(13135)

11
腸管出血性大腸菌感
染症(11)

2
レジオネラ症(2)

7

カルバペネム耐性腸内細菌感染症
(1)
劇症型溶血性レンサ球菌感染症(1)
梅毒(5)

R4年度 0 0

新型コロナ
ウイルス感

染症
(48107)

7
腸管出血性大腸菌感
染症(7)

3

重症熱性血小板
減少症候群
(SFTS)(1)
レジオネラ症(2)

14

侵襲性肺炎球菌感染症(1)
播種性クリプトコックス症(1)
百日咳(1)
梅毒(11)

５類（全数把握疾患）
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に、感染予防の啓発を行っている。 

 

ア 特定感染症相談・検査件数  

区分 相談件数 

 検 査 件 数 

ＨＩＶ 
性感染症 

梅毒 性器クラミジア 淋菌 

令和２年度 ８１ １６ １６ １６ １６ 

令和３年度 ６１ １４ １２ １０ １０ 

令和４年度 ９２ １８ １８ １８ １８ 

注）令和 2年度～令和 4年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、受診者数制限を行った。また、緊急事

態宣言中は中止した。 
 

イ ＨＩＶ予防普及啓発事業 

① ＨＩＶ検査普及週間（令和４年６月１日～６月７日） 

・定例時間外等の検査は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、実施を中止した。 

② 世界エイズデー（１２月１日）に向けた取組 

・定例時間外等の検査は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、実施を中止した。 

・定例の特定感染症検査時間を延長して平日に検査を実施した。 

・庁舎内でポスター等の展示やパンフレットの配布を行った。 

 

(6) 予防接種事業 

予防接種法に基づき、管内市町等への情報提供、調査、相談等を行い、定期予防接種の適切な

実施の推進に努めている。 

新型コロナウイルスワクチン接種についても、医療機関から厚生労働省へ提出された予防接種

副反応疑い報告を管内市町へ情報提供している。 

 

(7) 新型インフルエンザ等対策 

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２５年４月１３日施行）及び福岡県新型インフル

エンザ等対策行動計画（平成２５年９月改定）に基づき、関係機関と連携し、有事の対応を行っ

ている。また新型コロナウイルス感染症等の患者発生を想定した訓練及び新型インフルエンザ等

に関する連絡会議を例年実施している。 

 

ア 地域新型インフルエンザ等対策連絡会議 

参加機関：医師会、医療機関、保健所 

実施日：令和４年１２月１４日（水） 

開催方法：Ｗｅｂ開催 

  内容：①地域における新型コロナウイルス感染症対策について 

      ②現状と課題について 

 

イ 地域新型インフルエンザ等対策実施訓練 

令和４年度は、新型インフルエンザ等発生に備えたエアーテント設置訓練を実施した。 

実施日：令和４年１１月１日（火） 

 

ウ 新型コロナウイルス感染症対策について 

令和元年１２月に中国武漢市で肺炎患者の集団発生が報告され、日本では令和２年 1月に 

「指定感染症」に指定された。また、令和３年２月には「指定感染症」から「新型インフルエ

ンザ等感染症」に位置付けられた。当所では、以下の役割を担い、地域での感染拡大防止 

に取り組んだ。 
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１）相談センター・受診調整 

住民や高齢者施設等からの相談時には、かかりつけ医への相談を勧め、必要に応じ、診療検査医

療機関の情報提供を行った。ピーク時には医療機関も飽和状態となり、受診先が見つからないとい

った相談も多く寄せられた。 

 

２）積極的疫学調査・健康フォローアップ 

 陽性者に対して病状の把握を行い、入院、宿泊療養、施設療養等療養場所の調整を行った。 

令和４年７月１３日からは、６５歳未満の低リスク陽性者には、療養に必要な情報が掲載された

URLを SMSで案内し、必要時には保健所が対応して健康フォローアップを行った。第 7波では、８月

の１か月間で、２万件以上の陽性者が発生した。 

さらに９月２６日には、全数届出の見直しがなされ、届出対象が限定化された。医療への負荷に

直結する重症化リスクがある高齢者を守ることに重点を置いたフォロー体制にシフトし、発生届の

対象者への疫学調査と健康観察、発生届対象者以外の方のホテル入所調整や受診・入院調整が必要

な方の疫学調査を実施した。 

自宅療養者に対する健康観察支援事業により、登録された訪問看護ステーションの訪問看護師

が、健康状態の把握のため、自宅や施設等へ訪問し、延べ９６件の健康観察を実施した。 

    

３）感染予防対策・クラスター対策 

令和４年３月の厚労省の通知に基づき、重症化リスクの高い方が入院・入所している医療施設、

高齢者施設を中心に感染対策の指導を行った。令和４年７月から高齢者施設（９月からは障がい者

支援施設等にも拡大）への感染症専門看護師等の派遣事業が県で始まり、延べ３８施設へ派遣し

た。 

     

４）関係機関との連携 

管内の医師会や医療機関、消防本部等関係機関や感染管理認定看護師と適宜連携し、地域の医療

体制が継続できるよう、また個別のケース事案等対応した。市町と災害時対応について協議を行

い、適宜対応できるよう体制づくりを行った。 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ⅴ 社会福祉 

 

 

 

 

 

   



   

- 47 - 

 

１ 児童福祉業務 

児童の健全な育成を図るため、児童福祉の普及啓発及び地域の子育て支援に努めている。 

 

(1) 保育所関係事務 

認可保育所の適切な運営、施設の充実、保育内容の向上、入所児童の適正な保育が行われる

よう指導支援している。 

届出保育施設等については、開設希望者への指導監督基準の説明・指導、運営状況報告の受

理を行っている。 

 

 

    設置状況            （令和５年４月１日現在） 

 
認可保育所 

幼保連携型 

認定こども園 

届出

保育

施設

等 公立 私立 計 公立 私立 計 

中間市 1 4 5 0 1 1 1 

宗像市 0 15 15 0 1 1 9 

福津市 1 10 11 0 0 0 26 

芦屋町 0 4 4 0 0 0 1 

水巻町 1 4 5 0 2 2 3 

岡垣町 1 2 3 0 1 1 6 

遠賀町 0 3 3 0 0 0 3 

計 4 42 46 0 5 5 49 

 

 

(2) 児童扶養手当遺棄証明事務 

父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭が、児童扶養手当の申請を行う

時に「児童扶養手当の遺棄の認定基準」に基づき実態調査の上、証明書を発行している。 

 

 

(3) 母子生活支援施設・助産施設関係事務 

生活上の問題を抱え、子供の養育が十分にできない母子世帯の自立を支援するため、母子生

活支援施設へ入所措置している。 

また、健康管理上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることがで

きない町在住の妊産婦を助産施設に入所措置している。 
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２ 母子・父子・寡婦福祉及び婦人相談業務 

 

(1)  母子・父子・寡婦福祉業務 

母子・父子・寡婦世帯の経済的自立とその児童の健全育成を図るため、生活相談に応じ、母

子父子寡婦福祉資金の貸付業務を行っている。 

また、母子・父子家庭の母及び父に対し、就労支援として自立支援給付金事業を行っている。 

 

○ 相談件数                            （令和４年度） 

生 活 一 般 児  童 

 住
宅 

医
療 

家
庭
紛
争 

就
労 

結
婚 

養
育
費 

借
金 

そ
の
他 

小
計 

養
育 

教
育 

非
行 

就
職 

そ
の
他 

小
計 

45 4 133 102 0 3 0 0 287 40 19 0 1 2 62 

生 活 援 護 そ の 他 

合
計 

母
子
福
祉
資
金 

寡
婦
福
祉
資
金 

公
的
年
金
等 

児
童
扶
養
手
当 

生
活
保
護 

税 

そ
の
他 

小
計 

売
店
設
置 

た
ば
こ
販
売 

母
子
世
帯
向
住
宅 

母
子
福
祉
施
設 

生
活
支
援
施
設 

小
計 

1,029 

(2) 
22 2 1 

4 

(1) 
1 96 

1,155 

(3) 
0 0 0 0 19 19 

1,523 

(3) 

（）内は父子の相談件数（再掲） 

(2) 婦人相談業務 

家族内の諸問題、離婚、住居、借金など様々 な問題を抱える女性からの相談に応じ、関係機関と連携を図りなが

ら自立に向けた支援に努めている。近年、社会情勢の変化に伴い相談対象者の範囲も拡大してきたが、

内容の性質上問題が表面化しにくい面もある。また、家庭内の諸問題や取り巻く環境も複雑化

し、様々な要素が絡んだ相談内容となっている。 

 

 

 

 

 

 

〇 相談件数                            （令和４年度） 

人間関係  

その他 

合 

計 

夫等 子ども 親族 その他 

夫
等
の
暴
力 

酒
乱
・
薬
物
中
毒 

離
婚
問
題 

そ
の
他 

子
ど
も
の
暴
力 

養
育
不
能 

そ
の
他 

親
の
暴
力 

そ
の
他
の
親
族
の
暴
力 

そ
の
他 

家
庭
不
和 

そ
の
他
の
者
の
暴
力 

男
女
問
題 

そ
の
他 

住
居
問
題 

帰
住
先
な
し 

経
済
関
係 

医
療
関
係 

不
純
異
性
交
遊 

売
春
強
要 

ヒ
モ
・
暴
力
団
関
係 

５
条
違
反
（
売
春
防
止
法
） 

 

53 0 0 0 3 0 0 4 2 1 0 6 0 1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

70 
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３ 介護保険業務 
(1) 介護サービス事業所指定等事務 

介護サービス事業所の指定（事前協議、申請書受付、書類審査及び現地調査等）、変更等に

係る事務を行っている。 

届出申請件数（令和４年度） 

新規指定審査           １６件 

変更届出審査          ３０１件 

休止届出審査            ２件 

廃止届出審査           １０件 

介護給付費に関する審査         ５４件 

 

(2) 介護サービス事業所指定更新事務 

介護保険制度の改正に伴い事業者規制の見直しの観点から、6 年毎の指定の更新制が導入さ

れ、更新事務（申請書受付・進達）を行っている。 

 届出申請件数（令和４年度） 

指定更新審査           ３３件 

 

(3) 業務管理体制に関する進達事務 

適切な事業運営のため、法令遵守責任者等を定める業務管理体制の届出に関する進達業務を

行っている。 

 届出申請件数（令和４年度） 

業務管理体制届・変更届出進達   ３１件 

 

(4) 介護保険施設サービス指定等進達事務 

 進達件数（令和４年度） 

開設許可事項変更届         ０件 

新規指定              ０件 

指定更新              ６件 

変更届              ６３件 

介護給付費に関する届出       １９件 

 

(5) 福岡県介護支援専門員実務研修受講試験受験申込要領の配布事務 

受験希望者に受験申込要領を配布している。 

令和４年度        ３０部 

（別途 本庁舎において５０部） 

 

(6) 主治医研修 

医師会が主催する、介護認定の主治医意見書に係る研修に対し、講師として職員を派遣して

いる。 

令和４年度の講師派遣はなかった。 

 

４ 高齢者福祉業務 
当所管内における高齢化は確実に進行しているが、市町において効率的な在宅福祉、施設福祉

の総合的なサービスが提供されている。 

また、老人の日事業として満１００歳を迎える高齢者への記念品贈呈を行っており、対象者は

年々増加し、令和４年度の対象者は１３５名であった。 

高齢者の参加による「福岡県ねんりんスポーツ・文化祭」の「スポーツ・文化交流大会（県大

会）」及び「地区大会（市町村大会）」を市町の協力により開催した。 
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管内の高齢者人口 

当所管内における６５歳以上の高齢者人口は次のとおり。 

福岡県高齢者人口等に関する調査        （令和４年１０月１日現在） 

市町名 総 人 口（人） ６５歳以上の人口（人） 高齢化率（％） 

中間市 ４０，０３９ １５，３１８ ３８．３ 

宗像市 ９７，２０４ ２９，３１０ ３０．２ 

福津市 ６８，５０２ １８，９４１ ２７．７ 

芦屋町 １３，３２９ ４，３１３ ３２．４ 

水巻町 ２７，８６６ ９，２５８ ３３．２ 

岡垣町 ３１，６２０ １０，５６３ ３３．４ 

遠賀町 １９，１３５ ６，５８５ ３４．４ 

合 計 ２９７，６９５ ９４，２８８ ３１．７ 

県 計 ５，１０７，４５１ １，４２３，９１５ ２７．９ 

（注）県計には政令市、中核市を含む 

  

５ 障がい福祉業務 
(1) 特別障害者手当等の支給事務 

特別障害者手当等は、在宅の重度障がい者(児)に対する所得保障の一環として、重度の障が

いのため必要となる精神的、物質的な負担の軽減の一助として支給するものであり、昭和６１

年４月から実施されている。 

なお、管内の市については福祉事務所を設置しており、市が手当の給付を行っている。当所

が給付を行っているのは次のとおりである。 

 
令和４年度 特別障害者手当等の支給状況 

 受給者数（名） 
支給額（円） 

芦屋町 水巻町 岡垣町 遠賀町 計 

特別障害者手当 １３ ３１ ２５ １３ ８２ 26,849,460 

障害児福祉手当 ８ １６ １８ １８ ６０ 10,680,540 

福祉手当 ０ ０ １ １ ２ 267,420 

 

(2) 自立支援医療（育成医療・更生医療）の医療機関指定等事務 

郡部に所在する自立支援医療に係る医療機関、医師の指定等に関し、障がい者更生相談所へ

の進達を行っている。(精神通院医療は県庁障がい福祉課へ直接申請) 

進達件数（令和４年度） 

医療機関         ７件 

医師           ８件 

 

(3) 腎臓疾患患者福祉給付金の支給事務 

身体障害者手帳の交付を受けている者で、就労等の理由により、夜間（午後５時以降）に人

工透析を１か月５回以上受けている腎臓疾患患者に対し、通院距離・費用に応じて交通費を助

成している（月額２,０００円）。 

 

令和４年度 腎臓疾患患者福祉給付金の支給状況     

 
中間市 宗像市 福津市 計（Ａ） 

人数 月数 人数 月数 人数 月数 人数 月数 

前期 ０ ０ １ ６ ０ ０ １ ６ 

後期 ０ ０ １ ６ ０ ０ １ ６ 

計 ０ ０ ２ １２ ０ ０ ２ １２ 

手当名 
区分 



   

- 51 - 

 

 

 
芦屋町 水巻町 岡垣町 遠賀町 計（Ｂ） 

総計   

（Ａ＋Ｂ） 

 

人数 月数 人数 月数 人数 月数 人数 月数 人数 月数 人数 月数 

前期 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ６ 

後期 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ６ 

計 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ １２ 

 

(4) スポーツ大会への参加促進 

福岡県障がい者スポーツ大会は、令和４年４月３０日（土）、５月８日（日）、１４日（土）

に久留米市総合スポーツセンターや博多の森陸上競技場等で実施した。 

 

(5) 市及び町に対する指導・支援 

障害者総合支援法に係る自立支援給付支給業務等が適正かつ円滑に行われるよう、市及び町

に出向き事務指導を行っている。 

実施状況（令和４年度） 

     

令和４年１１月 ７日（月）  宗像市 

１１月 ８日（火）  岡垣町 

１１月１０日（木）  遠賀町 

 

(6) 障がい福祉サービス事業所指定等事務 

障がい福祉サービス事業所の指定（事前協議、申請書受付、書類審査及び現地調査等）、変

更等に係る事務を行っている。 

申請件数（令和４年度） 

新規指定審査    １２件 

変更届出審査   ３２４件 

変更指定審査     ５件 

休止届出審査      ４件 

廃止届出審査       ２件 

再開届出審査     １件 

 

(7) 障がい福祉サービス事業所指定更新事務 

障がい福祉サービス事業所の指定更新事務を６年毎に行っている。 

申請件数（令和４年度） 

指定更新審査    １４件 

 

(8) ふくおか・まごころ駐車場の利用証発行事務 

車の乗り降りや移動に配慮の必要な方が、公共施設、店舗等の障がい者用の駐車場に車をと 

め、安全かつ安心して施設を利用できるように支援する制度で、希望する対象者に利用証を交

付している。 

申請件数（令和４年度） 

利用証交付  ３５７件（分庁舎による交付件数） 

＊本庁舎（総務企画課企画指導係）においても交付事務を行っている。 

（利用証交付 ３７０件）  

 



 

 

 

 

Ⅵ 生活保護 
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１ 生活保護業務 
生活保護法の規定に基づき次の業務を行っている。 

①生活保護の決定及び実施に関する業務 

保護の開始・変更・停止・廃止などの決定、実施及びそれらに必要な調査を行う。 

②被保護者の自立助長のための相談、助言等の援助業務 

定期的に家庭訪問を行い、被保護者の自立に向けて必要な助言や指導を行う。 

 

(1) 管内の概況 

遠賀郡は、芦屋・水巻・岡垣・遠賀の四町からなっており、生活保護事務を２９名のケースワー

カーが担当している。 

管内の保護率は、石炭産業の衰退や米軍基地の芦屋町撤退に伴い、昭和４４年に１２．１２％

のピークに達したが、その後、産炭地振興の諸施策等が積極的に取り組まれ、その結果年々減少

し、昭和５７年度は６．９２％となった。昭和５８、５９年度に微増したが、昭和６０年度から

は、年金制度をはじめとする社会保障制度の充実と生活保護適正化の取組等により保護率は著し

い減少を示し、 平成１２年度には保護率２．３４％まで減少した。 

その後、バブル崩壊後の景気低迷等により漸増傾向へ転じた後、景気回復により平成２０年度

前半まで横ばい状況で推移した。平成２０年９月のリーマンショックに端を発した不況・雇用不

安により増加に転じたが、平成２６年以降は減少傾向となっていた。令和元年からは新型コロナ

ウイルス感染症による経済への影響により微増に転じたが、令和３年にはコロナ以前の世帯数よ

り減少し、令和５年３月は被保護世帯数１，８３８世帯、被保護人員２，４６４人、保護率２．

７１％と減少傾向である。なお、管内保護率は、全国保護率（１．６２％：令和４年１２月）よ

り高く、県内郡部（保護率３．０％・令和４年１２月）より低くなっている。 

また、世帯類型別では社会の高齢化を受けて「高齢者世帯」が全体の５7．４％を占めており、

そのうち９割が単身世帯である。 

 

(2) 管内各町の状況 （令和４年度） 

世帯数 人員 世帯数 人員

芦屋町 13,309 322 415 3.12 27 6 3 20 24 23 26

水巻町 28,001 881 1,184 4.23 90 5 15 71 108 77 96

岡垣町 30,981 440 562 1.81 64 6 14 41 59 67 78

遠賀町 18,798 209 311 1.65 31 1 6 25 33 24 27

計 91,089 1,852 2,471 2.71 212 18 38 157 224 191 227

申請
件数

被保護
人　員

開始 廃止
町名

人口
(人)

被保護
世　帯

保護率
(%)

却下
件数

取下
件数

 

①人口は、当該年度の前年１０月末の住民基本台帳の数字である。 

②被保護世帯数、人員、保護率は、年度の平均であり、四捨五入処理した。 

 



- 53 - 

 

(3) 管内被保護世帯数及び被保護者数の推移 

世帯数 人員 世帯数 人員

30 92,632 1,889 2,604 2.81 197 15 143 219 174 232

1 91,910 1,904 2,617 2.85 221 26 168 261 127 166

2 91,278 1,913 2,623 2.87 190 19 143 203 190 237

3 91,389 1,878 2,525 2.76 203 26 148 190 167 219

4 91,089 1,852 2,471 2.71 212 38 157 224 191 227

廃止
年度

被保護世帯数

（平均）

被保護人員

（平均）

人口
(人)

保護率
(%)

申請
件数

却下
件数

開始

 

①各年度の人口は、当該年度の前年１０月末現在の住民基本台帳の数字である。 

②被保護世帯数、被保護者数、保護率は、年度の平均である。 

③申請、却下、開始、廃止の件数は、延べ数である。 

 

(4) 各町別保護率の推移 

 

                                （単位％） 

   

年度 芦屋町 水巻町 岡垣町 遠賀町 遠賀郡計 福岡県

30 3.31 4.56 1.78 1.48 2.81 2.45

1 3.41 4.59 1.90 1.51 2.88 2.41

2 3.43 4.54 1.90 1.59 2.87 2.38

3 3.17 4.24 1.87 1.67 2.75 2.34

4 3.12 4.23 1.81 1.65 2.71 2.33
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(5) 世帯類型別被保護世帯数の推移 （福祉行政報告例による） 

世帯数
割合
(%)

世帯数
割合
(%)

世帯数
割合
(%)

世帯数
割合
(%)

世帯数
割合
(%)

世帯数
割合
(%)

平成31年3月 1,056 56.1 131 7.0 185 9.8 230 12.2 281 14.9 1,883 100

令和２年３月 1,120 57.1 132 6.8 190 9.9 215 11.1 29 15.1 1,930 100

令和３年３月 1,076 57.0 126 6.7 181 9.6 198 10.5 306 16.2 1,887 100

令和４年３月 1,069 57.5 108 5.8 172 9.2 197 10.6 314 16.9 1,860 100

令和５年３月 1,050 57.1 113 6.1 177 9.6 188 10.2 299 16.3 1,838 100

高齢者世帯 母子世帯 その他の世帯 合計
世帯類型

傷病者世帯障害者世帯

 

(6) 開始・廃止の理由別件数 （福祉行政報告例による） 

ア 開始理由 

開始理由 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

世帯主の傷病 38 35 27 34 36

世帯員の傷病 0 5 2 2 2

働き手の死亡・離別・不在 6 11 7 2 12

稼動による収入の減少・喪失 18 16 29 21 18

年金・仕送り等の減少・喪失 45 50 43 52 52

保護世帯からの分離 6 9 15 11 7

その他 19 16 14 19 18

他管内からの転入 11 26 6 7 12

計 143 168 143 148 157
 

イ 廃止理由 

廃止理由 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

世帯主の傷病治癒 1 0 0 0 0

世帯員の傷病治癒 0 0 0 0 0

死亡・失踪 85 67 89 83 105

稼動による収入の増加・取得 18 9 17 19 19

年金・仕送り等の増加・取得 6 7 5 10 5

その他 50 35 54 45 42

他管内への転出 14 9 25 10 20

計 174 127 190 167 191
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【参 考】  ～生活保護制度の概要～ 

１ 生活保護制度の目的～最低限度の生活の保障と自立助長 

私たちの一生の間には、一生懸命働いても生活ができない時や、病気や事故、その様々な

事情のため生活が苦しくなって、どうにもならなくなるときがある。 

このような時に、日本国憲法第２５条に基づき、その困窮の程度に応じて国が最低限度の

生活を保障するとともに、一日も早く自分たちの力で生活していけるように手助けをするこ

とを目的とした制度である。 

 

２ 生活保護を受ける前に 

生活保護を受ける前に、まずは働く能力の活用、資産の活用、他法の活用、扶養義務者か

らの援助の要請等の努力をする必要がある。 

これらの努力をしてもなお最低限度の生活維持ができない時に、はじめて生活保護の援助

を受けられることになる。 

 

３ 保護が決まるまで 

生活保護は世帯を単位として決定するため、一緒に生活している世帯全員の収入と国が定

めた最低生活費(※) とを比べた上で決定される。 

また、保護が受けられるかどうかは、申請した日から原則として１４日以内（調査などに

時間がかかる場合は３０日以内）に決定して通知する。 

(※)最低生活費とは … 世帯員の食費・衣類などの生活費、家賃などの住宅費、義務教

育に必要な教育費、医療費、介護費を合わせたもの 

 

(1) 相談  … 生活に困って保護のことを知りたい場合は、民生委員・町村役場・保健福祉

環境事務所に相談する。 

(2) 申請  … 町村役場又は保健福祉環境事務所で、保護申請に必要な書類を受け取って、

必要事項を記入して提出する。 

(3) 調査  … 申請があると、保健福祉環境事務所の担当職員が申請者の家庭などを訪問し

て、生活に困っている状況や保護の要件が満たされているかどうかを調査す

る。 

(4) 決定  … 調査に基づき、国が定めた基準をもとに計算した世帯の最低生活費と収入と

を比べて、保護が必要かどうか決定する。 

(5) 通知  … 保護が受けられる場合    → 保護開始決定通知書が交付される。 

保護が受けられない場合  → 保護却下決定通知書が交付される。 

 

４ 保護の種類 

生活扶助 … 衣食、電気、ガス、水道などの日常の生活のための費用 

住宅扶助 … 家賃、地代や住宅の補修などの費用 

教育扶助 … 学用品、教材費、給食費、学級費などの義務教育の費用 

医療扶助 … 病気やけがの治療のため、医者にかかる費用 

介護扶助 … 高齢者等の方が介護サービスを受けるためにかかる費用 

出産扶助 … お産をするための費用 

生業扶助 … 仕事につくための費用、技能や技術を身につけるための費用、高

等学校等における就学費用 

葬祭扶助 … 葬祭の費用 
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５ 自立支援プログラム～自立助長への取り組み  

ケースワーカーが行なう助言・指導・援助のほか、保護受給者一人一人の状況に即した自立

を支援するため、民間事業者のノウハウを活用した次の事業に取り組んでいる。 

   

(1) 被保護者就労支援事業 

就労可能な者に対し、職業カウンセラーがカウンセリングや就職斡旋等の就労支援を行なっ

ている。 

(2) 長期入院患者社会復帰促進事業 

病状的に退院が可能であるにもかかわらず、家族の受け入れが困難等の理由により長期に入

院を余儀なくされている者について、コーディネートアドバイザー（長期入院患者社会復帰支

援員）が、医療機関や受け入れ可能な施設との調整等を行い、退院を支援している。 

(3) 健康管理支援事業 

糖尿病等生活習慣病の有病者又はその予備群に対し、保健師又は看護師が生活習慣の改善や

適切な受診を促すなどの健康管理支援を行うことにより、生活習慣病の重症化を予防すること

を目的としている。 

 

６ 不正な行為をしたとき 

事実と違った申請をしたり、収入の申告をしなかったりなど、不正な方法で保護を受けた場

合は、不正受給として、受けた保護費（医療扶助費を含む）が徴収され、さらに刑法により処

罰されることがある。 

 

７ 保護受給中に減額、免除されるもの 

・ 国民年金の保険料         ・ ＮＨＫの受信料 

・ 町村・県民税            ・ 固定資産税 

・ 保育園の保育料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

          Ⅶ 環境保全 
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１ 脱炭素社会･循環型社会･自然共生社会の構築業務 

福岡県環境総合基本計画に基づき、脱炭素社会・循環型社会・自然共生社会の構築を重要

な課題と位置付け、地域内の各主体が協働してそれぞれの役割を果たしていくこと、地域活

動を担う人材を育成することを目的として、関係行政機関やＮＰＯ法人等で組織した宗像･

遠賀･粕屋地域環境協議会を設置し、事業を実施している。 

 

○宗像･遠賀･粕屋地域環境協議会構成機関 

NPO法人等 
福岡県地球温暖化防止活動推進員、特定非営利活動法人グリーンシティ福岡、 

特定非営利活動法人循環生活研究所 

管内市町村 
中間市、宗像市、古賀市、福津市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、

久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町（環境部門と教育部門） 

県の機関 
福岡農林事務所、八幡農林事務所、福岡県土整備事務所、北九州県土整備事務

所、福岡教育事務所、北九州教育事務所、宗像・遠賀保健福祉環境事務所 

 

○宗像･遠賀･粕屋地域環境協議会の令和４年度の主な活動内容 

環境教育事業、市町村等が行う事業の支援等を次のとおり実施した。 

※令和４年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のために各地域の環境イベントが中止

されたことなどから、脱炭素社会構築（地球温暖化防止）に係る啓発事業は実施していない。 

 

 

２ 鳥獣保護業務 

(1) 傷病野生鳥獣保護 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律及び福岡県第13次鳥獣保護管理事

業計画に基づき、傷病野生鳥獣の保護を実施するとともに、愛鳥週間（５月10～16日）の行

区分 実施年月日 
実施 

場所 
実施内容 

共通 

 

令和４年 ７月 ４日(月) 
 

宗像市 地域環境協議会の開催 

循環型社会

構築（3Rの

推進） 

 

令和４年 10月 16日(日) 
 

久山町 ３Ｒ工作教室 

 

令和４年 12月 17日(土) 
 

福津市 ダンボールコンポスト人材育成 

 

令和４年 12月 17日(土) 
 

岡垣町 ダンボールコンポスト人材育成 

自然共生社

会構築（生物

多様性） 

 

令和４年 ８月 ２日(土) 
 

福津市 

手光 

ビオ 

トープ 

溜池の生きもの観察会 

 

令和４年 ８月 20日(土) 
 

昆虫観察会 

 

令和４年 ９月 ４日(日) 
 

昆虫観察会 

 

令和４年 ９月 23日(祝) 
 

水辺の生きもの観察会 

令和４年 12月 18日(日) 
カスミカンショウウオ調査

保全活動 
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事として福岡県猟友会協力の下に「実のなる木」の苗木の配布、日本野鳥の会協力の下に探

鳥会※、愛鳥週間啓発ポスター原画募集を行っている。 

※令和４年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 
 

○令和４年度傷病鳥獣保護に関する対応件数 

電話通報件数 うち保護件数 

５６件 ２件 

 
 
 (2) 高病原性鳥インフルエンザ対策（野鳥サーベイランス） 

野鳥の鳥インフルエンザ感染を早期発見し、感染範囲の状況を把握し、家きんや人への感

染予防や感染拡大の防止を図るため、渡り鳥が飛来する11月頃から北に戻る翌５月頃まで

を重点的に死亡野鳥調査を行っている。 

なお、野鳥や家きんの鳥インフルエンザの感染が確認された場合は、発生地周辺での野

鳥、特に検査優先種（水鳥など）の生息状況調査を行っている。 
 

○令和４年度死亡野鳥調査件数 

電話通報件数 うち現地調査件数 うちウイルス検査実施件数 

１００件 １０件 
３件 

（うち陽性１件） 

 

○令和４年度生息状況調査件数 

調査日数 延べ調査地点数 

２０日 １３６地点 

 
 
 (3) 愛鳥週間啓発ポスター原画募集 

令和４年度は、管内の小・中・高等学校８校から22枚の応募があった。 

 

 

３ 自然公園、温泉業務 

(1) 自然公園 

管内に所在する玄海国定公園及び大宰府県立自然公園における優れた自然の風景地を保護

するため、その開発行為について自然公園法に基づき許可申請や届出の受理、審査、監視指導

業務を行っている。 

（令和５年３月31日現在） 

公園名 
面積

（ha） 
管内自治体 指定年月日 

玄海国定公園 5,870  
宗像市、古賀市、福津市、新宮町、

久山町、岡垣町 
昭和31年6月 1日 

大宰府県立自然公園 16,568  宇美町、篠栗町、須恵町、久山町 昭和25年5月13日 

 

○許可届出件数                           （令和４年度） 

公園名 許可件数 届出件数 

玄海国定公園 ９ ０ 

大宰府県立自然公園 １ ０ 

 
 
 (2) 温泉 

管内に所在する温泉の適正利用と保護を目的として、温泉法に基づき掘削や公共利用に係る

許可申請や届出の受理、審査、監視指導業務を行っている。 
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○管内自治体別許可状況                  （令和５年３月31日現在） 

自治体 
源泉数 

（未利用を含む） 

利用許可 

浴用 飲用 

中間市   １   １  ０ 

宗像市 １０   ３  ０ 

古賀市   １   ２  ０ 

福津市   ２   １  ０ 

糟 

屋 

郡 

宇美町   ０   ０  ０ 

篠栗町   １   １  ０ 

志免町   ０   ０  ０ 

須恵町   １   ０  ０ 

新宮町   ２   １  ０ 

久山町   １   １  ０ 

粕屋町   ０   ０  ０ 

遠 

賀 

郡 

芦屋町   ０   ０  ０ 

水巻町   ２   １  ０ 

岡垣町   ０   ０  ０ 

遠賀町   ２   ２  ０ 

合計 ２３ １３  ０ 
 

○令和４年度許可申請件数 

掘削許可 動力許可 
可燃性天然ガス対策 利用許可 

採取許可 濃度確認 浴用 飲用 

０ ０ １ ０ １ ０ 

 

 

４ 浄化槽業務 
浄化槽は、下水道が未整備の地域において、し尿や生活雑排水を浄化処理するものであり、

河川等公共用水域の水質の保全を確保し生活環境の保全等が図るため、建築基準法及び浄化

槽法に基づき、浄化槽の新規設置、浄化槽保守点検業の許可申請や届出の受理、審査、監視指

導業務を行っている。 
 

○令和４年度自治体別浄化槽関係届出件数 

自治体 設置届 変更届 工事完了届 使用開始届 廃止届 

中間市 １８  ２５  ３１  １４  ２９  

宗像市 ４  １４  ３  ３  １  

古賀市 １８  １０  ９  ８  ３２  

福津市 ３  １  ４  ３  ２７  

糟 

屋 

郡 

宇美町 ９  ５  １０  ９  １５  

篠栗町 ５  ３  ３  ３  ０  

志免町 １  ２  １  １  ２  

須恵町 ９  ７  １５  ４  ４１  

新宮町 ８  １０  １５  ５  ２１  

久山町 １  ２  ５  ２  １  

粕屋町 ５  ４  ５  ３  ２  

遠 

賀 

郡 

芦屋町 １  ０  ０  ０  ０  

水巻町 ５  ４  ５  ４  ４７  

岡垣町 ６  ８  ３  ２  ３  

遠賀町 ４  ４  ５  ３  １６  

合計 ９７  ９９  １１４  ６４  ２３７  
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○自治体別浄化槽保守点検業登録数（令和５年３月31日現在） 

自治体 登録数 

中間市   ４ 

宗像市   ６ 

古賀市 １４ 

福津市   ６ 

糟 

屋 

郡 

宇美町 １０ 

篠栗町   ８ 

志免町   ５ 

須恵町 １２ 

新宮町 １９ 

久山町 １０ 

粕屋町 １２ 

遠 

賀 

郡 

芦屋町   ２ 

水巻町   ４ 

岡垣町   １ 

遠賀町   ３ 

合計 １１６ 
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５ 環境保全対策業務 
「大気汚染防止法」、「水質汚濁防止法」、「土壌汚染対策法」及び「ダイオキシン類対策特別措

置法（ダイオキシン特措法）」並びに「福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例」等に基

づき、対象となる事業場の監視指導及び届出の審査、受理等を行っている。 

また、公共用水域の水質監視として、水質調査を毎月実施するとともに、管内９海水浴場につ

いても毎年水質調査を行っている。 

さらに、光化学オキシダント対策として、緊急時における事業場への排ガス排出抑制の要請

をはじめ、健康被害発生状況の把握に努めている。 

 
(1) 公害関係等事業場数                 （令和５年３月３１日現在）  

 

 

 

 

 

※ 電子申請を除く 

 

(2) 公害関係届出数          （令和４年度受付件数） 

   
 

(3) 河川調査の状況と環境基準（ＢＯＤ）の適合状況       （BOD75％値：mg/l） 

  ＊ ＢＯＤ：生物化学的酸素要求量 

※資料：福岡県公害関係測定結果（令和４年版） 

 

土壌汚染状況調査結果報告 2

ただし書確認申請 1

土地利用状況報告 13

土地の形質変更 80

大気汚染防止法 特定粉じん排出等作業 7

土壌汚染対策法

水質関係 大気関係 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ法 ＰＲＴＲ法

特定事業場 特定事業場 特定事業場 届出事業所※

547 250 9 31

令和３年度

ＢＯＤ

矢矧川 矢矧橋 Ｃ 5 6.1

汐入川 汐入川橋 Ｂ 3 4.2

多礼橋 Ｂ 3 2.9

砂山橋 Ｂ 3 2.4

西郷川 浜田橋 Ｂ 3 2.1

石ケ崎橋 Ａ 2 2.5

大根川橋 Ａ 2 1.3

大根川下流 花鶴橋 Ｂ 3 2.0

湊川 湊橋 Ｃ 5 2.6

深井橋 Ａ 2 1.6

大隈橋 Ａ 2 1.8

須恵川上流 酒殿橋 Ｂ 3 2.9

宇美川上流 亀山新橋 Ｂ 3 2.2

多々良川上流

河川名 地点名 類型 基準値

釣川

大根川上流
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(4)  海水浴場水質調査結果 

                              （令和４年度） 

ふん便性
大腸菌群数
（個/100ml）

油膜の
有無

ＣＯＤ
(mg/l)

透明度
(m)

判定
ふん便性
大腸菌群数
（個/100ml）

油膜の
有無

ＣＯＤ
(mg/l)

透明度
(m)

判定

しんぐう 糟屋郡 水質 水質 筑前海

新　宮 新宮町 AA Ｂ （玄界灘）

ふくま 水質 水質 筑前海

福　間 AA Ｂ （玄界灘）

みやじはま 水質 水質 筑前海

宮地浜 AA Ｂ （玄界灘）

つやざき 水質 水質 筑前海

津屋崎 AA Ｂ （玄界灘）

しらいしはま 水質 水質 筑前海

白石浜 AA AＡ （玄界灘）

こうのみなと 水質 水質 筑前海

神　湊 AA Ｂ （玄界灘）

かねざき 水質 筑前海

鐘　崎 AA （玄界灘）

はつ 遠賀郡 水質 水質 筑前海

波　津 岡垣町 AA AA （響　灘）

あしや 遠賀郡 水質 水質 筑前海

芦　屋 芦屋町 AA AＡ （響　灘）

福津市

遊泳期間前 遊泳期間中

海水浴場
の名称

市町村名

全透

全透

全透

全透

水域名

福津市

福津市

福津市

宗像市

無

無

無

無

無

無

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

宗像市

不検出

不検出

不検出

不検出

無

無

1.5

1.2

1.1

1.7

1.1

1.6

1.5

1.8

1.6

全透

全透

全透

全透無

全透

全透

23 無 2.5

24 無 2.2

24 無 2.1

1.8

不検出 無 1.4

全透

2.3 全透

全透

7 無 2.2 全透

不検出 無 全透

10 無

―

全透

― ― ― ―

不検出 無 1.9 全透

 
※白石浜海水浴場については、調査を実施したが水浴場が開設されなかった。 

   ※鐘崎海水浴場については、水浴場が開設されず遊泳期間中の調査を実施しなかった。 

     

 

 

(5) 環境関係苦情相談件数               （令和４年度受付件数） 

廃棄物 大気汚染 水質汚濁 土壌汚染 騒　音 振　動 地盤沈下 悪　臭 その他

15 18 8 0 1 0 0 9 0
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６ 廃棄物対策業務 
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」に基づき、処理業者等への許可に係

る指導、審査を行うとともに、廃棄物適正処理推進のため、排出事業者、処理業者等に対する監

視・指導を実施している。併せて、管内市町、警察等関係機関で組織する「廃棄物不法処理防止

連絡協議会」を開催し、不法投棄防止対策のための協議及び情報交換を行うとともに、「不法投

棄撲滅キャンペーン」等の啓発活動の展開、スカイパトロールや建設リサイクル法パトロール

等各種パトロールの実施等、監視体制の強化に努めている。 

また、「使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）」に基づき、使用済自

動車の引取・解体業者等の登録・許可に係る指導、審査を行うとともに、使用済自動車の適正処

理のため引取・解体業者等に対する監視・指導を実施している。    

 

(1) 産業廃棄物処理業等の設置状況             （令和５年３月３１日現在） 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 自動車リサイクル法関係登録・許可状況   （令和５年３月３１日現在） 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物
特別管理
産業廃棄物

産業廃棄物
特別管理
産業廃棄物

安定型 管理型

事業場数 1,626 170 87 2 1 0

事業場数

最終処分業

（特別管理）産業廃棄物処理業

区分

区分
収集運搬業 中間処理業

有害使用済機器
保管等事業者

1

一般廃棄物処理施設

32

ＰＣＢ保管事業場

31

引取業
登録件数

フロン類回収業
登録件数

解体業
許可件数

破砕業
許可件数

113 48 31 6



 

 

 

 

          Ⅷ 衛生の指標 

 

 

 

 

 

   



１　人口の概況
　　令和５年４月１日現在、管内の総人口は２９万４千２３９人、
　　また、世帯数は１２万５千１７６世帯である。

（令和５年４月１日現在）

男 女 総数

18,344 20,514
(47.2 %) (52.8 %)

46,079 50,851
(47.5 %) (52.5 %)

31,859 36,482
(46.6 %) (53.4 %)

6,185 6,620
(48.3 %) (51.7 %)

13,046 14,816
(46.8 %) (53.2 %)

14,433 16,432
(46.8 %) (53.2 %)

8,724 9,854
(47.0 %) (53.0 %)
138,670 155,569

(47.1 %) (52.9 %)

２　人口の推移

　　管内の人口は平成９年に２９万を超え、以降は下表のとおり推移している。

平成２９年 平成３０年 平成３１年 令和２年 令和３年(10/1) 令和４年 令和５年

中間市 41,198 40,635 40,214 39,716 39,679 39,346 38,858

宗像市 96,550 96,921 96,709 96,793 97,029 96,907 96,930

福津市 60,996 62,392 63,949 65,299 67,689 68,050 68,341

芦屋町 13,835 13,599 13,480 13,224 13,293 12,976 12,805

水巻町 28,700 28,583 28,178 27,850 27,977 27,908 27,862

岡垣町 31,359 31,067 30,856 30,900 30,961 30,986 30,865

遠賀町 18,767 18,753 18,768 18,637 18,785 18,662 18,578

管内 291,405 291,950 292,154 292,419 295,413 294,835 294,239

福岡県 5,098,153 5,099,604 5,099,225 5,101,947 5,123,371 5,105,639 5,101,340

27,862

資料：「福岡県　人口移動調査」
　　　※面積は国土交通省国土地理院「令和５年
　　　　全国都道府県市区町村別面積調」による

11.01

2.35

15.96

119.94

17,22438,858

水巻町

管内

岡垣町 30,865

遠賀町

2.26

42,121

27,729

2.30
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資料：国勢調査、「福岡県人口移動調査」
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３　高齢化

　となり、福岡県全体と比較すると年少人口率は０.５ポイント、老年人口率は３.３ポイント上

年少
人口
率

老年
人口
率

年少
人口
率

老年
人口
率

年少
人口
率

老年
人口
率

年少
人口
率

老年
人口
率

年少
人口
率

老年
人口
率

年少
人口
率

老年
人口
率

年少
人口
率

老年
人口
率

年少
人口
率

老年
人口
率

年少
人口
率

老年
人口
率

平成１７年 12.3 25.4 14.0 19.2 13.0 20.6 16.1 20.7 13.4 21.6 13.5 24.7 12.3 21.3 13.6 19.8 14.1 19.4

平成２２年 11.4 29.6 13.6 22.6 12.8 25.0 14.9 24.1 11.9 24.7 13.7 26.1 12.2 25.2 12.9 25.0 13.8 21.4

平成２７年 11.3 34.5 13.7 26.3 14.2 28.7 13.8 28.8 11.2 29.1 13.9 30.9 12.6 30.5 13.2 29.2 13.5 25.4

11.1 38.0 13.8 29.4 16.5 28.7 12.4 32.5 12.5 33.6 13.3 33.9 13.2 34.5 13.8 31.8 13.1 27.7

10.9 38.1 13.9 30.5 16.9 28.5 11.8 33.4 12.5 33.8 13.2 33.9 12.4 35.5 13.6 31.8 13.1 28.5
老年人口：65歳以上人口

資料：「福岡県　人口移動調査」

    令和５年４月１日現在、管内の年少人口は４万８９人、老年人口は９万３千５６２人

  回っている。

岡垣町 遠賀町 管内 福岡県福津市 水巻町芦屋町

    年少人口：0 ～14歳人口

令和 ２ 年

資料：国勢調査、「福岡県人口移動調査」
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５　出生

（１）出生率（人口千対）

中間市 宗像市 福津市 芦屋町 水巻町 岡垣町 遠賀町 管内 福岡県 全国

平成１２年 7.6 7.7 7.5 10.4 8.1 6.8 6.8 7.6 9.5 9.5

平成１７年 6.9 7.4 8.0 10.5 8.2 7.0 6.4 7.5 8.7 8.4

平成２２年 7.1 8.2 8.4 7.9 8.9 7.5 8.2 8.1 9.4 8.5

平成２７年 6.7 9.1 9.5 7.1 9.1 7.3 7.4 8.4 9.1 8.0

令和 ２ 年 6.5 8.0 10.4 7.5 7.0 5.9 6.4 7.9 7.7 6.8

　

（２）出生数（人）

中間市 宗像市 福津市 芦屋町 水巻町 岡垣町 遠賀町 管内 福岡県 全国

平成１２年 362 712 417 164 251 205 130 2,241 47,290 1,190,547

平成１７年 320 690 442 170 248 217 122 2,209 43,421 1,062,604

平成２２年 314 774 462 120 262 240 156 2,328 46,818 1,071,304

平成２７年 280 872 555 101 260 228 138 2,434 45,235 1,005,677

令和 ２ 年 262 767 690 101 194 183 118 2,315 38,966 840,835
資料：保健統計年報　

　　（平成１２年の宗像市は旧大島村・旧玄海町を含み、福津市は福間町・津屋崎町を含む）

　  令和２年の管内の出生率は７．９、福岡県は７．７、全国は６．８であった。

　　　資料：保健統計年報　　
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６　死亡

　　（平成１２年の宗像市は旧大島村・旧玄海町を含み、福津市は福間町・津屋崎町を含む）

中間市 宗像市 福津市 芦屋町 水巻町 岡垣町 遠賀町 管内 福岡県 全国

平成１２年 9.5 7.2 8.1 9.2 9.0 8.9 7.5 8.2 7.7 7.7

平成１７年 10.5 7.5 8.7 8.9 9.2 9.7 7.6 8.6 8.6 8.6

平成２２年 13.1 7.7 9.2 11.1 11.3 10.5 8.5 9.7 9.4 9.5

平成２７年 14.1 9.2 9.8 11.2 11.4 11.7 10.7 10.7 10.1 10.3

令和 ２ 年 13.8 10.0 9.1 13.7 13.0 12.9 12.7 11.2 10.5 11.1

中間市 宗像市 福津市 芦屋町 水巻町 岡垣町 遠賀町 管内 福岡県 全国

平成１２年 455 664 454 145 279 270 143 2,410 38,505 961,653

平成１７年 486 703 482 143 279 303 145 2,541 42,675 1,084,012

平成２２年 574 729 508 170 332 336 161 2,810 46,996 1,197,012

平成２７年 583 878 575 159 328 368 201 3,092 50,259 1,290,444

令和 ２ 年 550 962 607 184 359 397 236 3,295 53,273 1,372,755

（１）死亡率（人口千対）

（２）死亡数（人）

　　　資料：保健統計年報　　　

資料：保健統計年報

　  令和２年の管内の死亡率は１１．２、福岡県は１０．５、全国は１１．１であった。
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７　婚姻と離婚

（１）婚姻率（人口千対）

中間市 宗像市 福津市 芦屋町 水巻町 岡垣町 遠賀町 管内 福岡県 全国
平成１２年 5.7 4.2 4.7 7.5 4.9 4.3 5.5 4.9 6.2 6.4
平成１７年 5.9 4.4 4.5 5.5 6.0 4.4 4.2 4.8 5.8 5.7
平成２２年 5.0 4.6 4.6 6.5 5.8 4.9 5.7 5.0 5.9 5.5
平成２７年 4.9 5.0 4.8 6.4 5.4 4.3 5.1 5.0 5.5 5.1
令和 ２ 年 3.6 3.6 4.0 3.9 3.8 3.3 3.6 3.7 5.0 4.7

（２）離婚率（人口千対）

中間市 宗像市 福津市 芦屋町 水巻町 岡垣町 遠賀町 管内 福岡県 全国
平成１２年 3.14 1.41 1.70 2.23 2.51 1.75 2.45 2.01 2.42 2.10
平成１７年 2.39 1.60 1.77 2.41 2.51 2.24 2.24 2.00 2.32 2.08
平成２２年 2.55 1.75 1.85 2.36 2.59 2.00 2.74 2.10 2.20 1.99
平成２７年 2.56 1.54 1.81 2.40 2.16 1.56 1.87 1.87 2.01 1.81
令和 ２ 年 2.37 1.62 1.50 2.23 2.28 1.65 2.05 1.82 1.91 1.68

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　

資料：保健統計年報

資料：保健統計年報

　　　令和２年の管内婚姻件数は１，０９０件であった。また、管内の婚姻率（人口千対）
　　は３．７、福岡県は５．０、全国は４．７であった。

　　　令和２年の管内離婚件数は５３３件であった。また、管内の離婚率(人口千対)は
　　１．８２、福岡県は１．９１、全国は１．６８であった。

（平成１２年の宗像市は旧大島村・旧玄海町を含み、福津市は旧福間町・旧津屋崎町を含む）

（平成１２年の宗像市は旧大島村・旧玄海町を含み、福津市は旧福間町・旧津屋崎町を含む）
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８　主要死因

年
管内市町
及び県

中間市 宗像市 福津市 芦屋町 水巻町 岡垣町 遠賀町 福岡県

死亡総数
（人）

594 975 654 173 374 403 220 53,309

１位
悪性新生物
（腫瘍）
　　１６８

悪性新生物
（腫瘍）
　　２８３

悪性新生物
（腫瘍）
　　 ２０１

悪性新生物
（腫瘍）
　　　５０

悪性新生物
（腫瘍）
　　１０６

悪性新生物
（腫瘍）
　　１０３

悪性新生物
（腫瘍）
　　　５０

悪性新生物
(腫瘍)
　１５,４７４

2位
心疾患＊１
　　　８１

心疾患＊１
　　 １４６

心疾患＊１
　　　７９

心疾患＊１
　　　１９

心疾患＊１
　　　４１

心疾患＊１
　　　６５

心疾患＊１
　　　４３

心疾患＊１
　　６,４１４

3位
肺炎
　　　５６

脳血管疾患
　　　８０

肺炎
　　　５７

肺炎
　　　１８

肺炎
　　　３４

肺炎
　　　３２

肺炎
　　　２７

肺炎
　  ３,９８７

４位
脳血管疾患
　　　４２

肺炎
　　　６７

脳血管疾患
　　　４２

脳血管疾患
　　　１０

脳血管疾患
　　　１９

老衰
　　　３０

脳血管疾患
　　　１１

脳血管疾患
　　３,９３０

５位
老衰
　　　２３

老衰
　　　５８

老衰
　　　３３

老衰
　　　　８

老衰
　　　１６

脳血管疾患
　　　２２

不慮の事故
　　　 ８

老衰
　　２,９２１

死亡総数
（人）

619 956 623 188 357 369 215 54,099

１位
悪性新生物
（腫瘍）
　　１７８

悪性新生物
（腫瘍）
　　２８６

悪性新生物
（腫瘍）
　　 １７９

悪性新生物
（腫瘍）
　　　４３

悪性新生物
（腫瘍）
　　１０７

悪性新生物
（腫瘍）
　　１０１

悪性新生物
（腫瘍）
　　　６２

悪性新生物
(腫瘍)
　１５,７０５

2位
心疾患＊１
　　　５９

心疾患＊１
　　 １０７

心疾患＊１
　　　６６

心疾患＊１
　　　２１

心疾患＊１
　　　４０

肺炎
　　　４６

心疾患＊１
　　　２８

心疾患＊１
　　６,２５５

3位
肺炎
　　　５０

肺炎
　　　７１

肺炎
　　　４６

肺炎
　　　１９

脳血管疾患
　　　２７

心疾患＊１
　　　４４

肺炎
　　　１８

肺炎
　  ３,９９８

４位
脳血管疾患
　　　４５

脳血管疾患
　　　６１

老衰
　　　４４

脳血管疾患
　　　１７

肺炎
　　　２６

老衰
　　　２８

脳血管疾患
　　　１６

脳血管疾患
　　３,７７８

５位
老衰
　　　３１

老衰
　　　５９

脳血管疾患
　　　４２

不慮の事故
　　　 ９

老衰
　　　２０

脳血管疾患
　　　２６

老衰
　　　１０

老衰
　　３,３０８

死亡総数
（人）

550 962 607 184 359 397 236 53,273

１位
悪性新生物
（腫瘍）
　　１７６

悪性新生物
（腫瘍）
　　２６６

悪性新生物
（腫瘍）
　　 １７８

悪性新生物
（腫瘍）
　　　６３

悪性新生物
（腫瘍）
　　１１５

悪性新生物
（腫瘍）
　　１０８

悪性新生物
（腫瘍）
　　　６７

悪性新生物
(腫瘍)
　１５,６７７

2位
心疾患＊１
　　　６９

心疾患＊１
　　 １０９

心疾患＊１
　　　８６

心疾患＊１
　　　２４

心疾患＊１
　　　４５

心疾患＊１
　　　５３

心疾患＊１
　　　２９

心疾患＊１
　　６,４５８

3位
肺炎
　　　３７

脳血管疾患
　　　７８

老衰
　　　５３

老衰
　　　１３

肺炎
　　　３７

老衰
　　　３９

肺炎
　　　２８

老衰
　  ３,６０２

４位
脳血管疾患
　　　３２

老衰
　　　７０

肺炎
　　　３９

肺炎
　　　１２

脳血管疾患
　　　１７

肺炎
　　　３７

老衰
　　　１１

脳血管疾患
　　３,５７６

５位
老衰
　　　２６

肺炎
　　　６０

脳血管疾患
　　　３８

脳血管疾患
　　　１１

老衰
　　　２２

脳血管疾患
　　　２０

脳血管疾患
不慮の事故
　　　８

肺炎
　　３,２９２

＊１；高血圧性を除く

資料：保健統計年報

令
和
元
年

令
和
２
年

平
成
３
０
年

　　福岡県の死亡別順位は、１位悪性新生物、２位心疾患、３位老衰、４位脳血管疾患、

　５位肺炎である。また管内も同様の傾向である。
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福岡県行政資料 

分類番号 所属コード 

ＧＡ ４４０３１３５ 

登録年度 登録番号 

５ ０００１ 

 


